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        第３回定例会会議録 

 

                          平成１８年 ９月 ８日（金） 

                          開 会 午前１０時００分  

 

－－－日程第１ 開会宣言－－－ 

〇議長（土屋 実君） 改めまして、おはようございます。 

 これより、平成１８年第３回御代田町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。 

 理事者側では、人権政策課長病欠のため、係長が代理出席いたします。ほかは全員の出席であります。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 

－－－諸般の報告－－－ 

〇議長（土屋 実君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 議場内、大変蒸し暑くなっておりますので、上着を脱ぐことを許可いたします。 

 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

 事務局長 茂木利秋君。 

           （事務局長  茂木利秋君  登壇） 

〇事務局長（茂木利秋君） 書類番号１をご覧いただきたいと思います。 

 諸般の報告 

                            平成１８年９月８日 

1. 本定例会に別紙配付のとおり、町長から議案２４件が提出されています。 

2. 監査委員より、監査報告が別紙のとおりありました。 

3. 本定例会に別紙配付した、陳情文書表のとおり、陳情２件が提出され、受理しました。 

4.  本定例会に説明のため、町長他関係者に出席を求めました。 

5. 本定例会における一般通告質問者は、内堀恵人議員他５名であります。 

6. 閉会中における報告事項は、別紙のとおりです。 

 次のページからは、監査委員からの定例監査、例月出納検査報告書でございますので、後ほどご覧い

ただきたいと思います。 

 また、閉会中の報告事項につきましては、全員協議会の折りに報告させていただきますので、この場

においては省略させていただきます。 

 以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

－－－日程第２ 会期決定－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会を開催し、審議してございますので、議会運営委員長

より報告を求めます。 

 議会運営委員長 中山美博君。 

         （議会運営委員長  中山美博君  登壇） 
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〇議会運営委員長（中山美博君） みなさん、おはようございます。 

 それでは報告をいたします。 

 去る９月１日、午前１０時より、議会運営委員会を開催し、平成１８年第３回御代田町議会定例会に

提出予定の議案、陳情、一般質問等について、審議日程等を検討したので、その結果を報告いたします。 

 本定例会に町長から提案されます案件は、条例案４件、決算の認定１２件、予算案８件の、計２４件

であります。 

 ６月定例会以後提出された陳情は２件で、受理と決定いたしました。 

 会期は本日より９月１９日までの１２日間とすることに決定いたしました。 

 次に審議日程につきましては、書類番号１をご覧いただきたいと思います。 

 それではご説明を申し上げます。 

平成１８年第３回御代田町議会定例会会期及び審議予定表 

 会 期 １２日間 

 日時・月日・曜日・開議時刻・内容 

 第 １日目  ９月 ８日 金曜日 午前１０時   開会 

                          諸般の報告 

                          会議録署名議員の指名 

                          町長招集のあいさつ 

                          議案上程 

                          全員協議会 

 第 ２日目  ９月 ９日 土曜日         休会、議案審査 

 第 ３日目  ９月１０日 日曜日         休会、議案審査 

 第 ４日目  ９月１１日 月曜日 午前１０時   一般質問 

 第 ５日目  ９月１２日 火曜日 午前１０時   一般質問 

                          質疑 

                          議案・陳情の委員会付託 

 第 ６日目  ９月１３日 水曜日 午前１０時   常任委員会 

 第 ７日目  ９月１４日 木曜日 午前１０時   常任委員会 

 第 ８日目  ９月１５日 金曜日 午前１０時   全員協議会 

 第 ９日目  ９月１６日 土曜日         休会 

 第１０日目  ９月１７日 日曜日         休会 

 第１１日目  ９月１８日 月曜日         休会 

 第１２日目  ９月１９日 火曜日 午前１０時   委員長報告 

                          質疑 

                          討論 

                          採決 

                          閉会 

でございます。 

 次に、各常任委員会、全員協議会の会場、時間等について報告いたします。 

常任委員会開催日程 

 常任委員会・月日・曜日・会議時刻・場所 
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 総務文教常任委員会   ９月１３日 水曜日 午前１０時   大会議室 

             ９月１４日 木曜日 午前１０時   大会議室 

 社会建設経済常任委員会 ９月１３日 水曜日 午前１０時   議場 

             ９月１４日 木曜日 午前１０時   議場 

全員協議会開催日程 

 全員協議会       ９月 ８日 金曜日 本会議終了後  大会議室 

             ９月１５日 金曜日 午前１０時   大会議室 

 以上で報告を終わります。 

〇議長（土屋 実君） ただいま、議会運営委員長から報告のありましたとおり、本日より９月１９日

までの１２日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日より９月１９日までの１２日間と決しました。 

 

－－－日程第３ 会議録署名議員の指名－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第３ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において 

  ９番 朝倉謙一君 

 １０番 内堀千恵子君 

を指名いたします。 

 

－－－日程第４ 町長招集あいさつ－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第４ 議会招集のあいさつを求めます。 

 町長 土屋 清君。 

            （町長  土屋  清君  登壇） 

〇町長（土屋 清君） あらためて、おはようございます。 

 平成１８年第３回御代田町議会定例会の開会にあたりまして、ひと言招集のごあいさつを申し上げま

す。 

 議員の皆さまには、時節柄公私何かとご多用の中にもかかわらず、全員の皆さまのご出席を賜りまし

て、ここに平成１８年第３回定例会が開会できますことに対しまして、厚く感謝とお礼を申し上げます。 

 ９月に入りまして、日が暮れるのがだいぶ早くなり、暑さも和らぎ、爽やかな秋風が吹き、大変過ご

しやすい季節となってまいりました。 

 近年、異常気象が続いているように感じるわけでありますが、本年も７月、梅雨前線が停滞する梅雨

末期特有の大雨が記録的な豪雨となり、県内におきましても、諏訪地方を中心に、土石流が発生、尊い

人命が失われるなど、大きな災害が発生しました。幸いにも当町では一部土砂崩れが発生したものの、

大きな災害には至りませんでした。が、この大雨や長雨など、天候不順により、野菜の生育に遅れや病

気の発生など、品質低下を来し、出荷数量が減少しているようであります。が、市況、価格面において

まずまずの状況にあり、今後、台風シーズンに入るわけでありますが、平穏に過ぎてほしい、こういう

ふうに思っているところでもあります。 
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 ７月２９日、町制施行５０周年記念事業として銘打った第３４回龍神まつり、お蔭さまで議員皆さま

はじめ住民の皆さん、多くの方々にご協力、ご参加をいただき、盛会裏に開催することができました。

年々訪れる人も増加し、この地域の夏になくてはならない１つの風物詩ともなってまいりました。しか

し、一部トラブルなどもあったわけであります。 

 本来の目的であります伝統文化の継承、住民参加によるまつりを執り行う難しい状況になりつつあり

ます。地域で育み、地域の力で成長させ、当町の最大のイベントとなった龍神まつりを、末永く継承し

ていくために、これからのあり方について皆さまのお考えをお聞かせ願いながら見直していく必要があ

ると感じているところであります。 

 次に、８月６日、任期満了に伴う長野県知事選挙が行われました。田中県政の足跡を検証し、今後の

長野県の舵取りを託す人を変えるか変えないかの選挙でありました。結果、村井新知事が誕生をいたし

ました。 

 ９月から新しい知事のもと、県政運営が開始されたわけでありますが、福祉や地域経済など住民と直

結する事業の立案・実施については、市町村との対話、調整を通じ、連携を図りながら、堅実な県政運

営がなされていくことを望むものであります。 

 次に、国の行政機関の定員縮減、郵政公社の民営・分社化の決定によりまして、軽井沢測候所の無人

化、御代田郵便局の無集配局化の計画が発表されました。 

 国機関の改革でありますが、住民生活に直結し、住民生活に大きくかかわるもので、見過ごすことの

できない改革でありますので、関係自治体とともに要望、陳情活動を行ってきたところであります。 

 軽井沢測候所につきましては、活火山、浅間山の火山・自然災害から住民の生命、財産を守るため、

地域防災対策上欠くことのできない機関であり、その無人化はあまりにも防災上影響が大きすぎると、

気象庁をはじめ関係機関に体制維持を求め、要望をしてまいりました。しかし、閣議決定された事項で

あり、計画を見直すことはできないが、観測を続ける中で火山活動の予測・予知はできる、また、火山

活動が活発となれば、観測体制を整え、従来どおり情報提供をはじめ防災対策上の連携を周辺市町村と

図ってまいりたいとのことでありました。 

 次に、御代田郵便局の無集配局化につきましては、議会、区長会、商工会をはじめ、各種団体とも集

配業務を行う郵便局として存続することを求める決議をしていただき、また、住民の署名活動を展開し

ていただきました。9,１００余名の方の署名をとりまとめいただきました。この署名を持ちまして県内

の町村とともに８月９日、日本郵政公社と、また代議士をはじめ衆参議員に当町としてはこの再編計画、

当然、到底容認できるものではない、このことを訴え、見直しをしてほしい旨、さらには協力要請をし

てきたところでございます。 

 この中で、郵政公社では、分社化により、郵便・貯金・保険の業務を分けなければならず、業務運行、

職員管理面から集約・再編をし、事業の円滑な体制を図らなければならない、また、国会審議内容や付

帯決議を尊重し、サービスの現行維持はできるように考えているとの説明でありました。今後、郵政公

社、信越支社から集配業務の具体的な説明をさせる、その中で大幅なサービス低下が避けられない事例

があれば、協議に応じていくとの姿勢でありました。現状、信越支社からの説明待ちの状況になってお

ります。場合によっては、新知事への協力要請もしていかなければならない、こういう状況にあります

ので、議員皆さまにも何分のご協力をお願いをいたします。 

 さて、本定例会は、平成１７年度の決算の認定をお願いする議会であります。 

 平成１７年度は、懸案となっておりましたやまゆり工業団地の未売却地に日穀製粉株式会社が蕎麦茶

製造工場の立地について決定をいただき、土地の引き渡しを行うことができました。関係各位の皆さま
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のご協力に対しまして感謝を申し上げます。 

 現状、当初計画ですと、既に工場の建設に着手している時期となっておりますけれど、設計のやり直

しなどの遅れている状況にあるわけでございますけれど、いずれにしても、来年半ばごろには操業開始

ができるのではないかなと、そんな話も聞いているところであります。 

 この立地は、必ずや産業振興、雇用創出に大きなはずみとなるものと期待しているところであります。 

 学校教育関係では、南小学校において今後とも児童の増加が見込まれるうえ、３０人規模学級への対

応のため、普通教室６室の増築工事を行い、教育施設の環境整備の充実を図ってまいりました。また、

平成１７年度は第三次長期振興計画の最終年度でありました。基本計画の作成の進捗状況を検証し、現

状からの問題点を発見、政策課題を設定し、むこう１０年の将来都市像、『豊かな自然と温かい心が響

きあい、新たな未来を、夢を創造する、文化・高原・公園都市－御代田』と定め、いままで築き上げて

きた社会資本を活用し、持続可能な発展・進行が図られるよう、自律・協働のまちづくり推進計画との

整合を図りながら、自立した魅力あるまちづくりをするため、第四次長期振興計画を策定することがで

きました。１８年度からこの第四次長期振興計画を基本とし、高齢社会にあっても、安心・安全が感じ

られるまちづくり、地域づくりを、いっそう推進していかなければならないと考えております。 

 さて、本定例会に提出いたします案件は、それぞれ配付申し上げてあるとおりであります。条例案４

件、決算の認定１２件、補正予算８件、合わせて２４件であります。 

 提案をいたします議案の主な概要を申し上げますと、まず条例案でありますが、国保条例の一部改正

であります。７０歳以上でも現役世代と同様の所得のある方は、医療費負担を２割から３割に改正する

内容と、また出産育児一時金を５万円引き上げ、３５万円支給するとの改正であります。 

 消防団関係の３件の条例の一部改正でありますが、根拠法律であります消防組織法の改正に伴う一部

改正であります。 

 続いて決算の認定でありますけれど、平成１７年度一般会計決算は歳入において総額５１億 6,７１６

万円余で、前年度比 3.２％の減であります。 

 歳出は４７億 3,９９６万円余でありまして、歳入歳出差引額、ごみ処理施設整備事業にかかわる繰越

明許、2,４１５万円を含めて、４億 2,７２０万円余の繰越となりました。 

 １１ある特別会計では、歳入において４５億 7,６０１万円余、歳出、４４億 2,２４８万円余であり

ました。 

 一般会計、特別会計合わせて、歳入で９７億 4,３１７万円余、歳出では９１億 6,２４４万円余の決

算でありました。 

 一般会計決算の特徴的なことを若干申し上げますと、歳入においては自主財源の比率が若干伸びてき

ている。これは１つ、景気が上向き、企業活動が活発化してきた、それに伴って法人税が伸びてきたこ

と、また、自立を選択し、負担公平の原則から使用料、手数料の見直しによることがその要因になって

おりますが、このことから、依存財源が減少している。これは大きく三位一体改革により、主要財源で

ある地方交付税の減額がされたことがいえるかと思います。前年と比較して６％の減少をしている。特

に今年度は２億円余の減額がされ、大きな痛手を被っているところであります。 

 これらのことから言えることは、今後、自主財源の確保に力を注ぐとともに、国の動向は非常に現在

予測しづらく、不透明な面が多くあるものの、地方分権はさらに推進されることを踏まえ、制度改正、

あるいは町として、減額はあってもこれに対処でき得る体力、備えが必要であることを痛感した次第で

あります。 

 歳出でありますが、義務的経費、人件費、扶助費、公債費、これは行政運営の主体となるものであり
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ます。これが適切な伴侶を常に行政運営の中で留意していかなければならないものであろうと、このよ

うに思っております。人件費においては、定員管理、自立計画に基づき、減少はしているものの少子高

齢社会移行に伴い、社会保障費が増加しており、これは後年度においても避けられない現状にあります。

また、公債費にはエコール建設債、これの元利償還が始まり、来年度がピークになってくる、こういう

状況にあります。このようなことから、投資的経費に回る経費が少なくなっている、いわゆる財政構造

の弾力性がなくなっている、このことが言えるわけであります。御代田町において今後の苗畑の有効利

用、中でも中核に据えているエコステーションの建設、あるいは中学校建設を考えると、さらなる歳出

に対する工夫、そして計画行政が求められている、このような現状にあるわけであります。 

 特別会計におきましては、それぞれの設立趣旨に基づき、適正な運営に努めてまいりました。結果、

一般会計、特別会計、苦しい中でもそれぞれの黒字決算になりましたことは、ひとえに議会をはじめ町

民皆さまの格別なるご理解、ご協力でありまして、ここに改めて感謝とお礼を申し上げます。 

 次に、補正予算であります。まず、一般会計補正予算でありますが、歳入、歳出、それぞれ 8,５６５

万 3,０００円を追加し、合計４７億 7,５８１万 5,０００円とするものであります。 

 歳入の主な内容は、法人税割 3,８９８万 1,０００円の減。地方交付税で２億９４万 6,０００円の減。

国庫支出金で三位一体改革による家賃対策補助金、1,９６０万円の減であります。前年度繰越金、先ほ

ども申し上げましたけれど、３億３０５万 2,０００円を計上したわけであります。 

 歳出の主な内容は、総務管理費で５０周年記念式典、農林水産業費で県営畑地総合整備事業負担金の

増、教育費では南北小学校体育館の耐震診断を実施するための経費を計上。また、特別会計におきまし

ては、御代田財産区特別会計において財産区有地売却に伴う財産収入１億 1,７００万円計上をいたしま

した。 

 その他特別会計におきましては、前年度繰越金が確定したことによる組み替えが主な内容であります。 

 長くなりましたが、以上が本定例会に提案いたしました議案の概要であります。それぞれ細部につき

ましては担当課長をして説明をいたさせますので、よろしくご審議をいただき、ご決定をいただきます

ようお願いを申し上げまして、招集のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

－－－議案上程－－－ 

〇議長（土屋 実君） これより、議案を上程いたします。 

 

－－－日程第５ 議案第５５号 御代田町国民健康保険条例の一部を改正する 

                             条例案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第５ 議案第５５号 御代田町国民健康保険条例の一部を改正する条例案

についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長 南沢一人君。 

           （町民課長  南沢一人君  登壇） 

〇町民課長（南沢一人君） ３ページをお開き願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 議案第５５号 御代田町国民健康保険条例の一部を改正する条例案についてご説明します。 

 第５条第１項第１号中、『次号から第４号までに掲げる場合以外の３歳に達する日に属する月の翌月

以降であって７０歳に達する日の属する月以前である』に改めるものであります。 

 第４号中の一部負担金が３割となるために、３歳以上から７０歳未満の加入者を明記するものであり
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ます。一部負担金の３割に変更はありません。 

 第２号でありますが、これは３歳未満で２割負担であります。第３号は７０歳以上で一部負担、１割

負担は変更ありません。 

 第４号中、１０分の２を１０分の３に改めるというものでありますが、これにつきましては７０歳以

上で国保に加入している人及び老人保険対象者のうち１人でも一定以上の所得がある人が同一世帯に

いる人で課税所得が１５５万円以上２１３万円未満、収入金でありますが、収入金で１人世帯３８３万

円以上で４８４万円未満、２人以上の世帯で５２０万円以上６２１万円未満に属する世帯の人について

は、本年１０月１日より一部負担金が２割から３割になるというものであります。 

 第６号第１項中３０万円を３５万円に改めるというものは、出産育児一時金を現行の３０万円から３

５万円に増額するもので、１０月１日からの適用となります。新聞等で報道されておりますが、手続を

すれば公的医療保険から直接医療機関に支払われ、本人の支払いが不用になるという報道でありました

けれども、まだ町としては医療機関と今後協議すること、それから要綱の制定等がする必要があります

ので、整備が整った段階で実施していきたいというふうに考えております。 

 附則でありますが、この条例は平成１８年１０月１日から施行するものであります。以上であります。 

〇議長（土屋 実君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第６ 議案第５６号 御代田町消防団の設置等に関する条例の 

                      一部を改正する条例案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第６ 議案第５６号 御代田町消防団の設置等に関する条例の一部を改正

する条例案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長 土屋敏一君。 

           （総務課長 土屋敏一君  登壇） 

〇総務課長（土屋敏一君） それでは５ページをお願いいたします。 

 議案第５６号 御代田町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。 

 ６ページをお願いいたします。 

 御代田町消防団の設置等に関する条例の一部を、次のように改正する。 

 第１条中、『第１５条第１項』を『第１８条』に改める。 

 附則、この条例は公布の日から施行するというものであります。 

 消防組織法が改正になりました。条番号が変更といいますか、ずれになりました。それに伴いまして、

この条例におきましてもその修正の必要が生じたものですから改正をするものであります。以上です。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第７ 議案第５７号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の 

                      一部を改正する条例案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第７ 議案第５７号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長 土屋敏一君。 

           （総務課長  土屋敏一君  登壇） 
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〇総務課長（土屋敏一君） ７ページをお願いいたします。 

 議案第５７号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案についてであります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 

 第１条中、『第１５条の７第１項』を『第２４条第１項』に改める。 

 第８条第１項第１号中、『監獄』を『刑事施設』に改める。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 これにつきましても、消防組織法の改正に伴いまして、条番号にずれが生じましたので、それを修正

するものであります。 

 それから省令におきまして文言の改正がございました。『監獄』を『刑事施設』というふうに省令が

改められましたので、条例もそれに伴いまして改正するものであります。内容については変更ございま

せん。以上です。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第８ 議案第５８号 御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の 

             支給に関する条例の一部を改正する条例案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第８ 議案第５８号 御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に

関する条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

 総務課長 土屋敏一君。 

           （総務課長  土屋敏一君  登壇） 

〇総務課長（土屋敏一君） ９ページをお願いいたします。 

 議案第５８号 御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条

例案についてであります。 

 １０ページをお願いいたします。 

 御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を、次のように改正する。 

 第１条中、『第１５条の８』を『第２５条』に改める。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 これも条ずれが生じましたので、修正を必要ということで改正するものであります。以上です。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第９ 議案第５９号 平成１７年度御代田町一般会計歳入歳出決算 

                             の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第９ 議案第５９号 平成１７年度御代田町一般会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長 古越敏男君。 

          （企画財政課長  古越敏男君  登壇） 

〇企画財政課長（古越敏男君） それでは議案書の１１ページをお願いいたします。 

 議案第５９号 平成１７年度御代田町一般会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

 決算書の４ページから７ページ、それと資料番号１をお出し願いたいと思います。説明の方は資料番
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号１により説明したいと思います。 

 それでは歳入でございますが、款１、町税。項１、町民税。１７年度決算額６億 4,８８９万 7,００

０円。前年比３４％の増でございます。これは個人配偶者所得控除の廃止による増及び法人割税の増で

ございます。 

 固定資産税１１億 9,６７７万円、前年比 2.１％の増でございます。家屋の新増築等による増でござ

います。 

 軽自動車税 2,７５３万 5,０００円。前年比 5.５％の増でございます。 

 たばこ税については、8,９４７万 3,０００円。前年比 6.４％の減でございます。最近たばこを吸わ

れる方が少なくなっているような状況でございます。 

 次に特別土地保有税でございますが、５４万 5,０００円。前年比２６3.３％の増でございます。これ

は過年度分滞納繰越分が１件完納になったためでございます。この特別保有税については、法改正によ

りまして平成１５年度より新規課税がなくなってきておりまして、納入されるのは滞繰部分のみでござ

います。 

 次に、都市計画税でございますが、１億 2,３１１万 7,０００円。前年比 1.７％の増でございます。

固定資産税と連動するものでございます。 

 入湯税３９万円、前年比 1.３％の増でございます。 

 次に地方譲与税の所得譲与税ですが、4,７１６万 4,０００円、前年比１１0.１％の増でございます。

国の三位一体改革に伴う税源移譲、所得税から移譲になるわけですが、まだ暫定処置で税の移譲にはな

っておりません。 

 ２、自動車重量所得税でございますが、6,４１３万 7,０００円。前年比 0.３％の減でございます。 

 ３の地方道路譲与税 2,２３９万 4,０００円。前年比 2.６％の減でございます。利子割交付金８４５

万 9,０００円。前年比３9.９％の減でございます。これは利子課税２０％のうち、３％が町の収入にな

ってくるわけでございますが、最近の利子が下がっておりまして、本年７月から若干上がったわけでご

ざいますが、これは下がる一方ではございます。 

 次に４、配当割交付金２６４万 7,０００円、前年比６0.７％でございます。これにつきましても、配

当課税の３％が個人県民税の収納割合によって公布されるわけでございますが、ときの動きによりまし

て変動されるものでございます。 

 ５の株式譲渡所得割交付金でございますが、４３７万 2,０００円、前年比１２7.１％の増でございま

す。株式等譲渡所得税のうち、３％が個人県民税の収入割合によって公布されるものでございますが、

これにつきましても株の動きによりまして変動するもので、予測が難しいものでございます。 

 次に地方消費税交付金。地方消費税交付金でございますが、１億 4,３２３万 5,０００円、前年比 9.

０％の減でございます。消費税５％のうち、国が４％、地方１％で、地方分の１％の２分の１が人口と

従業者数によって交付されるものでございます。 

 ゴルフ利用税交付金、2,０２２万 9,０００円で、前年比 2.０％の増、ゴルフ利用税のうち１０分の

７、ゴルフ場所在市町村に交付されるものでございます。 

 ８、自動車取得税交付金、3,６１０万 6,０００円。前年比 5.８％の減。自動車取得税の１０分の７

が道路の延長面積によって交付されるものでございます。 

 ９、地方特例交付金、4,１１９万 3,０００円。前年比 7.９％の増でございます。個人、法人税の軽

減分について国から交付されるものでございますが、個人の軽減分がなくなってきますので、来年度か

らは減ってくると思います。 
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 次に地方交付税でございますが、１３億 6,１４２万 9,０００円、前年比 2.２％の増。内訳としまし

て、普通交付税で１２億 5,４３１万円で 6.４％の増、特別交付税で１億７１１万 9,０００円で３1.２％

の減でございます。 

 １１、交通安全対策交付金、２１４万 3,０００円。前年比 5.０％の増でございます。交通反則金の

一部を事故発生件数、人口等によりまして交付されるものでございます。 

 次に負担金でございますが、5,８７６万 4,０００円。前年比１２0.０％の増。小諸、軽井沢との廃棄

物共同処理施設事業によりまして、それぞれの市町が負担するものでございます。 

 裏をお願いします。 

 使用料及び手数料でございますが、１の使用料、１億 7,３２６万 6,０００円、前年比 7.２％の増。

保育園使用料、駐車場使用料の増によるものでございます。 

 ２、手数料、1,２０１万 6,０００円。前年比 4.５％の増でございます。 

 次に国庫支出金のうちの国庫負担金でございますが、１億 1,４３４万 7,０００円。前年比１3.９％

の減、老人保護措置費、保険基盤安定の減、保険基盤については三位一体改革によりまして、国から県

の方に組みかわってきております。国庫補助金１億４１０万 2,０００円。前年比７9.２％の増、南小学

校増築によります学校施設整備費負担金、補助金の増でございます。 

 ３、委託金。1,６４２万 6,０００円。前年比 3.３％の増。外国人登録、選挙事務等の増でございま

す。 

 １５、県支出金のうち、１、県負担金ですが、7,１６２万 6,０００円。前年比４７％の増、国保の保

険基盤安定の増でございます。国から振りかわってきているものでございます。 

 ２、県補助金。9,５４６万円。３6.８％の減でございます。共同作業所建設補助金の減であります。 

 委託金、2,１８２万円、前年比３3.８％の増、国勢調査の年でありまして、委託金の増でございます。 

 次に財産収入のうちの財産運用収入、1,０８７万 4,０００円。前年比１０2.２％の増。土地開発基金

の利子等でございます。 

 次に財産売り払い収入、３５１万 1,０００円。前年比４4.６％の減。土地売り払い収入の減でござい

ます。 

 寄附金、２４１万 1,０００円。前年比 6,９９1.２％の増でございますが、１００万円以上の大口寄

附が２件ございましたことによる大幅な増でございます。 

 次に繰入金のうちの特別会計繰入金、1,３２２万 2,０００円。前年比 4.０％の増。老人保健特会繰

入金からの繰入金でございます。 

 次に基金繰入金、１１０万円。前年比８8.２％の減。昨年は総合文化会館建設基金の繰入がなかった

ための減でございます。 

 繰越金、４億 6,７７２万 2,０００円、１7.７％の増でございます。１６年度の繰越金でございます。 

 諸収入の延滞金及び加算金でございますが、６２７万円で１0.５％の減、町預金利子５３万 1,０００

円で２７％の増、歳計現金の預金利子でございます。 

 貸付金元利収入については、１７１万円で前年比 1.５％、奨学金の償還金であります。 

 次に雑入でございますが、１億２１５万円。前年比５3.９％の増。消防団員退職報償金、殉職者遺族

年金一時金の増でございます。 

 町債、4,９６０万円。前年比９1.７％の減でございますが、平成１６年度には借りかえした分という

ことで、２億 1,２８０万円を高額利子なものの縁故債を借りかえしたために多く借りたというものでご

ざいます。 
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 歳入合計、５１億 6,７１６万 3,０００円、前年比 3.２％の減でございます。 

 続きまして歳出をお願いしたいと思います。 

 歳出ですが、議会費 8,００６万 3,０００円。前年比 9.８％の減。昨年９月議員改選があったわけで

すが、それ以後議員定数が４名減ということから、報酬の減でございます。 

 総務管理費５億 3,５４４万 7,０００円。前年比２4.３％の減。財政調整基金、土地開発基金、それ

ぞれ１億円、１６年度は積立がありましたが、１７年度はないことによる減でございます。 

 徴税費 8,３４５万 5,０００円。マイナスの 5.１％でございます。土地鑑定、課税客体調査業務がな

かったことによる減でございます。 

 住民基本台帳費 2,６１１万円。１1.５％の増。人事異動による人件費増でございます。 

 選挙費 1,１８１万 1,０００円。前年比１9.７％の増。衆議院選挙分の増でございます。 

 統計調査費６１９万 3,０００円。前年比２７1.７％の増。国勢調査の増でございます。 

 監査委員費６０万 4,０００円、2.７％の増でございます。 

 次に民生費。社会福祉費５億 9,７６６万 6,０００円。昨年より１1.６％の減でございます。共同作

業所建設事業費１億３１７万 5,０００円の減でございます。 

 社会福祉費３億 6,６５７万 3,０００円。１3.１％の減でございます。雪窓保育園増築 7,１００万円

の減でございます。 

 災害復旧費７万円で４0.０％の増でございます。 

 次に衛生費のうち保健衛生費１億 3,０００万 3,０００円。前年比１3.３％の増。環境施設係の新設

及び育児休業職員の復職による人件費の増でございます。 

 ２、清掃費。２億 6,５４４万 1,０００円。２3.４％の減でございます。井戸沢処分場浸出水ろ過工

事１億２９０万円の減でございます。 

 労働費５５万 8,０００円。前年比 1.１％の減でございます。 

 次に農林水産業費の農業費 6,０３６万 6,０００円。前年比２3.６％の減。トラクター洗浄施設装置

の補助 1,２２３万 7,０００円の減でございます。 

 林業費 1,７２７万 1,０００円。２0.３％の減。林道舗装工事６３０万円の減であります。 

 農地費１億 2,３３７万 2,０００円。前年比 6.０％の減です。県営畑総負担金の減でございます。 

 商工費２億 1,３９６万 8,０００円。前年比３１6.９％の増。やまゆり工業団地購入にあたりまして、

土地開発公社への補填金１億 5,２５７万 6,０００円の増でございます。 

 ８、土木費のうちの土木管理費 3,３６１万 8,０００円。前年比 7.７％の減でございます。 

 道路橋梁費 9,６８２万 2,０００円。前年比１3.４％の増。水源七口線改良用地買収費７０２万 3,０

００円の増及び街路等管理委託費について、以前は都市計画費で支出していましたが、道路橋梁費に振

りかえたことによる増でございます。 

 河川費２０３万 4,０００円。2,４４2.５％の増。黒岩地区河川改修２０３万 1,０００円の増でござ

います。 

 都市計画費１億 7,１４８万 9,０００円。前年比１0.９％の減。原水道繰出金 2,９１６万 8,０００円

の減が主なものでございます。 

 次に住宅費でございますが、2,３７９万 1,０００円。前年比 7.４％の増でございます。 

 消防費２億 7,３４１万 5,０００円。前年比１8.５％の増。公務災害補償費で 2,０９６万 2,０００円。

消防団員退職報償金で 1,４４８万 1,０００円の増でございます。 

 続きまして教育費ですが、教育総務費 9,６１３万 9,０００円。前年比 7.８％の減。杉の子幼稚園増
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築補助の減でございます。 

 小学校費２億 4,５３６万 8,０００円。前年比１６7.６％の増。南小学校増築工事１億 4,７９３万 4,

０００円の増でございます。 

 中学校費１億 7,０８１万 4,０００円。前年比 3.４％の増でございます。給食室エアコン、給食備品

の増でございます。 

 社会教育費１億３１万 5,０００円。前年比 7.０％の減でございます。コンサート、展覧会、平和台

公民館補助金の減でございます。 

 保健体育費 4,１８５万 5,０００円。3.１％の増でございます。 

 次に災害復旧費、農林水産業費施設災害復旧費ですが、３９万 8,０００円で前年比９7.９％。昨年は

農業、工業とも、大規模災害がなかったことによるものでございます。 

  公共土木災害復旧費７９万 4,０００円で前年比９3.４％の減でございます。 

 公債費でございますが９億 6,４１３万 7,０００円、前年比 3.８％の減。これは先ほど入で説明しま

したが、高額利子のものを借りかえしたこと、１６年度には借りかえしたことによる減であります。 

 歳出合計４７億 3,９９６万円で、前年比 2.７％の減でございます。 

 続きまして、実質収支に関する調書でございますが、決算書の１９２ページをお願いしたいと思いま

す。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入総額５１億 6,７１６万 3,０００円。歳出総額４７億 3,

９９６万円。歳入歳出差引額４億 2,７２０万 2,０００円。 

 繰越明許繰越額、これは苗畑環境影響調査関係の繰越で 2,１２０万円。実質収支額４億６００万 2,

０００円でございます。 

 以上で、決算の概要ですが、これは平成１７年度普通会計の概要について、指数的また性質別につい

て若干ご説明したいと思います。 

 この普通会計でございますが、普通会計は一般会計、住宅新築資金貸付事業、小沼地区財産管理会計

を合計したものでございます。この数値が平成１７年度御代田町の財政状況として国と県に報告したも

のでございます。 

 普通会計でございますが、歳入総額５１億 8,８１５万 9,０００円……。 

              （発言する者あり） 

 では、決算説明資料の１ページ、３６９ページの次の次ですね。よろしいですか。それでは、普通会

計の概要について説明いたします。 

 歳入総額５１億 8,８１５万 9,０００円で、前年比 4,０９５万 4,０００円で、0.８％の増。歳出につ

いては４７億 6,００９万 5,０００円。前年比 8,１０９万 4,０００円の増、1.７％の増でございます。

実質収支４億３９１万 4,０００円で、3,７８１万円の増です。決算総額では大きな変動は見られません

が、繰越明許費 1,４１５万円を含んでいます。 

 歳入の状況ですが、こちらに書いてあることと、私がこれから読むことは指数的性質別でございます

が、中身が違っていますが、こちらを見ながらお聞き願いたいと思います。 

 歳入の状況でございますが、歳入を構成比順に見ますと、町税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、

地方債の順となり、町税は１億 8,０００万円余の増加、地方債は３億 3,０００万円余減少し、全体で

4,０００万円余増加しました。自主財源と依存財源とのバランスで見ると、自主財源は前年度比６％の

５7.０％で、逆に依存財源は４3.０％と、前年度より減少する結果となっています。過去５年間で依存

財源の割合がもっとも高かったのは、平成１４年度の３5.６％、対６4.４％に比べ、大きく自主財源の
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割合が伸びております。平成１５年度以降、その傾向が強くなっています。これは、自律・協働のまち

づくり推進計画に基づく見直しによる使用料、手数料の増加、平成１３年度に比べ、5,０００万円弱、

３6.２％増になっている１つの要因でございます。 

 次に、歳入一般財源は、前年比 4,１４７万 2,０００円、0.９％増加し、経常一般財源も地方税の増

収等により前年比２億 7,１６２万 9,０００円、7.５％増加しており、１００を超える度合いが高いほ

ど、歳入構造に弾力性があるとされる経常一般財源比率も、平成１６年度１０1.５％、平成１７年度１

０5.５％と上昇してきております。しかしながら、町の税収の状況を見ると、税全体の過半を占める固

定資産税は１１億円から１２億円で、比較的安定的に推移していますが、町民税では変動が大きく、特

に法人にいたっては、５年間の変動幅は２億円近くになります。この額は、町税全体の１割に相当する

額です。御代田町の特徴的な面であり、企業収入の動向を注意深く観測していくことが必要であります。 

 歳出の状況では、性質別歳出についてご説明いたします。 

 義務的経費、人件費・扶助費・公債費でございますが、これは前年比１億 8,７８６万 4,０００円で、

9.２％の増でございます。構成比は４6.５％と４年連続上昇しており、支出が義務づけられ、任意に節

減できない経費の割合が増えてきております。 

 人件費は前年比７０４万 4,０００円、0.７％増加していますが、殉職消防団員の公務災害補償費が含

まれているためでございます。職員給与は５年連続して額、率ともに減少しており、平成１３年度と比

べ、7,２１５万 1,０００円、１0.２％の減となっております。 

 扶助費におきましては、前年比７３8.２％、5.０％５年連続増加しており、平成１３年度と比べ、7,

００３万 3,０００円、４1.０％の増となっております。乳幼児、母子家庭医療費、老人措置費、児童手

当等の増によるものでございます。 

 公債費は前年比１億 7,０４３万 8,０００円、２1.３％増加しております。町債の償還計画では、平

成１９年度、来年度でございますが、ピークを迎え、平成２０年以降は減少に転じる見込みであります。

物件費におきましては、前年比 2,８９８万 8,０００円、9.３％、５年連続増加しており、平成１３年

度と比べ１億 5,０４１万 7,０００円、２1.２％の増となっています。各施設の維持管理費の増による

ものです。特に『エコールみよた』関係が大きく占めております。 

 維持補修費については前年比 1,２２３万 8,０００円、１9.６％増加しておりますが、過去５年間で

は 9,０００万円台から 6,０００万円台で推移しております。公共施設の延命化を図るためには、計画

的な維持補修が必要であり、一定額の継続的な支出が必要であります。 

 補助費においては、前年比１億 5,８７０万 5,０００円、２8.９％増加しておりますが、過去５年間

では５億円から６億円台で推移しております。若干のばらつきのあるものの、ほぼ横ばいでございます。

平成１７年度においては、やまゆり工業団地売却に伴う損失補填、１億 5,２５７万 6,０００円の発生

に多く増加したものであります。 

 繰出金については、前年比１億４３６万 8,０００円、１9.０％減少していますが、過去５年間はおお

むね４億円台で推移しております。土地開発基金の１億円が計上された平成１６年が突出したことによ

るものでございます。国保事業勘定、老人保健医療、介護保険事業勘定、公共下水道事業、農業集落排

水事業、個別排水事業など、特別会計への繰り出しが主でございます。 

 投資的経費は前年比１億 9,０７３万 3,０００円、２3.２％減少しました。同経費の根幹である普通

建設事業費の過去５年間の状況におきましては、平成１５年度２５億 4,０００万円、『ハートピア』の

建設、ＪＡ小沼支所の野菜加工施設補助、桜ヶ丘団地建て替え、平成１１年度１０億 8,０００万円、塩

野御代田停線の改良、桜ヶ丘団地建て替え、平成１２年度１０億 2,０００万円、塩野御代田停線、児玉
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荒町線、桜ヶ丘建て替え、平成１３年度１９億円、児玉荒町線、桜ヶ丘団地建て替え、エコールの建設、

平成１４年度２１億 3,０００万円、エコールの建設、児玉荒町線、桜ヶ丘建て替えと、大きな事業を行

ってきたところでございます。 

 平成１５年度以降は２億円から４億円で推移しているところでございます。 

 次に歳入歳出全般についてでございますが、平成１７年度決算を財政指数と過去５年間から検証しま

すと、経常一般財源比率は平成１３年度９7.６％に対し、平成１７年度１０5.５％と、上昇してきてお

ります。この数値が１００を超える度合いが高いほど、歳入構造に弾力性があるとされるものでござい

ます。 

 法人住民税の動向によっては、簡単に１００を割り込む可能性があり、楽観できるものではございま

せん。各団体の財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率も８6.２％と、昨年に続い

て上昇してきております。平成１７年度は臨時財政対策債、発行可能額２億 1,２３０万円を発行しない

という事情があり、これを発行したものとして起債した場合では８1.４％と、若干の上昇で、もう１つ

の特殊事情は、やまゆり工業団地売却に伴う損失補填１億 5,２５７万 6,０００円を加味した場合には

７7.４％で、前年比 1.８％減少となるものでございます。 

 いずれにしましても、財政構造の弾力性を失いつつあるとされる７５％を超えており、財政の硬直化

は否めない状況にあることには変わりございません。 

 一方、実質公債比率、この実質公債比率というのは、過日の新聞報道等でも発表されましたが、平成

１７年度決算から新たに導入された指標で、これまで公債費に反映されませんでした公営企業や特別会

計で償還すべき公債費のうち、一般会計から繰り出される分をもって計上する方式で、見えにくかった

実際の全体の借金の負担状況を示すものとなっています。この算式では、交付税措置、基準財政需用額

参入される公債費が除外されることから、公営企業で行った事業や単独事業の起債が大きくポイントを

左右することになります。町の公債費は、平成１９年度の償還をピークに迎え、公債費比率は２3.９％

と上昇してきていますが、この新指標である実質公債比率では１0.８％と、県内８１市町村で低い方か

ら６番目に位置し、交付税措置のある有利な起債を選択してきて、健全財政に努めてきた結果であると

いえます。今後、中学校の建て替え事業やごみ処理建設の大型事業を抱えており、抑制し難い扶助費や

増加する物件費に歯止めをかけ、歳出を抑制していく努力が必要でありますが、苦しい中にあっても将

来の支出の抑制を図る観点から、適正な維持管理計画のもとで適宜に投資的経費を計上していくことが

肝要なことと思います。 

 以上、概略についてご説明いたしました。終わります。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

                          （午前１１時０８分） 

                （休  憩） 

                          （午前１１時２０分） 

〇議長（土屋 実君） 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 

－－－日程第１０ 議案第６０号 平成１７年度御代田財産区特別会計 

                       歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１０ 議案第６０号 平成１７年度御代田財産区特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長 古越敏男君。 

          （企画財政課長  古越敏男君  登壇） 

 

〇企画財政課長（古越敏男君） それでは議案書の１２ページをお出し願いたいと思います。それと決

算書の１９４ページ、１９５ページをご覧願いたいと思います。 

 議案第６０号 平成１７年度御代田財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 

 決算書の１９４ページ、１９５ページをご覧いただきたいと思います。 

 財産収入のうちの財産運用収入でございますが、予算額に対して収入済み額８７２万 3,１０９円、こ

れにつきましては、旧御代田署跡地の借り上げ７００万円、御代田中央記念病院の駐車場敷地として１

５０万円で貸し付けてあるものが主なものでございます。 

 財産売り払い収入については、1,０００円を見込みましたが、ございませんでした。 

 基金繰入金、予算額に対して収入済み額４７０万円。各事業を展開するにあたりまして財政調整基金

より４７０万円繰り入れいたしました。 

 ３の繰越金でございますが、６１万 7,６６３円、１６年度の繰越金でございます。 

 歳入合計、1,４０４万７７２円でございます。 

 続きまして歳出、１９６ページ、１９７ページをご覧いただきたいと思います。 

 総務費の総務管理費、予算額に対しまして支出済み額 1,３５７万 8,２２８円でございます。 

 内訳は委員報酬７名分、９４万 5,６００円。財産管理委託料としまして７０万円を８区で５６０万円。

財産区下刈り委託料ということで、８０万円を８区で６４０万円が主なものでございます。 

 歳出合計、1,３５７万 8,２２８円でございます。 

 決算書の２０４ページをお出し願いたいと思います。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額 1,４０４万円。歳出総額 1,３５７万 8,０００円。歳入歳出差引額４６万 2,０００円。実質

収支４６万 2,０００円でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第１１ 議案第６１号 平成１７年度小沼地区財産管理特別会計 

                    歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１１ 議案第６１号 平成１７年度小沼地区財産管理特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長 古越敏男君。 

          （企画財政課長  古越敏男君  登壇） 

〇企画財政課長（古越敏男君） それでは議案書の１３ページと決算書の２０６ページ、２０７ページ

をご覧いただきたいと思います。 

 議案第６１号 平成１７年度小沼地区財産管理特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたし

ます。 

 決算書の２０６ページ、２０７ページでございますが、財産収入のうち財産運用収入、予算額３万 5,
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０００円に対しまして、８万 4,９８０円でございます。財政調整基金の利子でございます。 

 財産売り払い収入、予算額に対しまして８０８万８００円、これは大字馬瀬口反り１６２５番の１４

０、原野４４４平米を、平米１万 8,２００円、坪６万円で売却したものでございます。 

 繰越金４１万 4,６７４円。１６年度繰越金でございます。 

 歳入合計、８５８万４５４円でございます。 

 続きまして歳出、２０８ページ、２０９ページをお出し願いたいと思います。 

 総務費のうちの総務管理費でございますが、予算額に対しまして支出済み額８２４万 2,９５１円。こ

れは委員報酬８名分、１０３万 1,２００円、財産管理委託料、８区で１８０万 8,０００円、財政調整

基金積立金５００万円でございます。 

 歳出合計、８２４万 2,９５１円でございます。 

 決算書の２１６ページをお出し願いたいと思います。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額８５８万円、歳出総額８２４万 2,０００円、歳入歳出差引額３３万 7,０００円。実質収支

額３３万 7,０００円でございます。以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第１２ 議案第６２号 平成１７年度御代田町住宅新築資金等 

               貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１２ 議案第６２号 平成１７年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 人権政策係長 荻原 浩君。 

          （人権政策係長  荻原  浩君  登壇） 

〇人権政策係長（荻原 浩君） それでは議案書の１４ページをお開きください。 

 議案第６２号 平成１７年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算について、課長

に代わりましてご説明を申し上げます。 

 決算書の２１８ページと２１９ページです。款項別集計表、住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入の

部でございます。 

 繰入金が収入済み額が 1,３２３万 7,０００円。これは一般会計からの繰入金でございます。 

 ２番の繰越金が６万 5,４４９円、これは前年度の繰越金分でございます。 

 ３番の諸収入、貸付金の元利収入といたしまして、1,２０３万 2,５０８円でございます。これは現年

分と滞納繰越分を合わせた金額でございます。 

 ４番の県支出金、県補助金が３１万 8,０００円、償還事務費に対する県の補助金でございます。 

 続きまして次のページの２２０ページ、２２１ページでございます。 

 歳出の部でございますが、１番の土木費が４９万 4,２０７円。これが償還事務費でございます。 

 ２番の公債費、2,４６３万 5,１４８円。起債の計画額、元利償還金合わせて計画額どおり償還したと

ころでございます。 

 続きまして少しページ飛びまして、２２８ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 １番の歳入総額が 2,５６５万 2,０００円、２番の歳出総額が 2,５１２万 9,０００円、３番の歳入歳
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出差引額といたしまして５２万 3,０００円でございます。５番、実質収支額が５２万 3,０００円。以

上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第１３ 議案第６３号 平成１７年度御代田町国民健康保険 

               事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１３ 議案第６３号 平成１７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別

会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長 南沢一人君。 

           （町民課長  南沢一人君  登壇） 

〇町民課長（南沢一人君） 議案書の１５ページであります。 

 議案第６３号 平成１７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について

であります。 

 決算書の２３０ページをお願いします。 

 それではご説明申し上げます。 

 款１、国民健康保険税。項１、国民健康保険税で、収入額でありますが、４億 7,０９３万 4,４５０

円。 

 不納欠損でありますが、４８８万 6,９８０円。未収額で 9,６２０万 2,８８２円であります。徴収率

につきましては８2.３％。前年対比 0.５％の減となっております。不納欠損者につきましては３６名で

あります。 

 本年につきましては、昨年より不納欠損でありますが１８６万 6,３５９円が増額となっております。 

 収入未済額も前年対比 2,１３６万 8,０００円で４７０円の増となっておりますが、これについては

２年連続の国保税の値上げが影響しているかというふうに思われます。 

 項２、使用料及び手数料でありますが、３３万 2,３００円。これは国保の督促手数料であります。 

 款３、国庫支出金。項１、国庫負担金でありますが、３億 1,５３７万 1,０１１円であります。これ

につきましては、定率の国庫負担金が４０％から３６％に減額されたものであります。療養給付費分で

１億 8,７１２万 5,３８５円、老人医療費拠出金分で 9,００２万 8,２７８円。介護給付費分で 3,２７９

万 2,５４３円であります。高額療養費負担金でありますが、５４２万 4,８０５円であります。 

 項２、国庫補助金でありますが、6,１５２万 4,０００円であります。普通調整交付金で７％、それか

ら特別事情による交付金で２％分がそれぞれ入ってきております。 

 款４、県支出金。項１、県負担金でありますが、６２２万 4,８０５円。これは高額医療費の共同事業

負担金という形で４分の１が入ってきております。それと信州ルネッサンス革命推進事業という形の中

で８０万円がきております。これにつきましては、保健事業費分で６６万 7,０００円、補導委員会分で

１３万 3,０００円であります。 

 項２、県補助金。4,１９３万 8,０００円でありますが、県財政調整交付金で４％、県特別調整交付金

で１％が入ってきております。 

 款５、療養給付費交付金でありますが、項１、療養給付費交付金。１億 3,１５４万 6,４９４円であ

りますが、退職者医療給付費交付金でありまして、支払い額の１００％が入ってきております。 

 款６、共同事業交付金でありますが、1,７１６万 4,８４５円。高額医療費共同事業交付金で１０分の
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６であります。これにつきましては１件７０万円以上の高額療養費であります。 

 款７、財産収入。４万 6,３７０円。これは基金の利子であります。 

 款８、繰入金。他会計繰入金でありますが、7,４８２万 7,０４７円であります。これは一般会計の繰

入分でありまして、内訳としまして事務費繰入金、徴収費、電算分で１７６万 3,０００円。それから助

産費繰入金ということで、一般会計から３分の２、５０件分 1,０００万円。それから財政安定化支援事

業繰入金で７２０万円。保健指導事業繰入金で１００万円。それから保険基盤安定繰入金、国保の軽減

分でありますが、７割、５割、２割の軽減分でありますが、これが 4,５９２万３００円であります。そ

れから保険者支援分として２分の１で８９４万 3,７４７円が入となっております。 

 款９、繰越金。これは 7,３０２万１８２円。これは前年度繰越金であります。 

 款１０、諸収入。延滞金でありますが、１４０万 1,１００円。これは延滞金であります。 

 項２、雑入。８９万６９８円。これは第三者納付金で２件分であります。 

 歳入でありますが、２３２ページをお願いします。 

 款１、総務費。項１、総務管理費でありますが、３７３万 1,２２５円。これは決算書、被保険者証電

算処理の委託であります。 

 項２、徴税費でありますが、４１８万 6,７５８円。これにつきましては、賦課徴収費の経費でありま

す。 

 項３、運営協議会費で３万 4,５００円。これは委員報酬と旅費であります。 

 款２、保険給付費の項１、療養給付諸費でありますが、６億 4,７８６万 1,１３９円。内訳でありま

すが、一般被保険者療養給付費で４億 9,７０３万 5,９１８円。退職者被保険者療養給付費で１億 4,３

７５万 9,２１０円。一般被保険者療養費で４３１万 2,９５０円。退職者被保険者療養費で９１万 8,０

６５円。それから審査支払い手数料ですが、これが１８３万 4,９９６円であります。 

 項２、高額療養費でありますが、5,７６２万 1,５８５円。一般被保険者分で 4,７９３万 2,１６６円。

退職者分で９６８万 9,４１９円であります。出産育児一時金であります。1,５９０万円。５３件であり

まして、１件３０万円であります。 

 項４、葬祭費。１４２万円。７１件分です。１件について２万円であります。 

 款３、老人保健拠出金でありますが、２億 7,５０７万 9,３５１円。これは老人保健の医療、事務費

等の拠出金であります。 

 款４、介護納付金でありますが、8,９９１万 5,３７１円。介護給付費の納付金であります。 

 款５、共同事業拠出金でありますが 2,１６９万 9,４６６円。これにつきましては高額医療費分で 2,

１６９万 9,２２１円、退職者医療費分で２４５円であります。 

 款６、保健事業費。８７３万 9,５７３円。保健衛生普及費でありまして人間ドック等の補助金、これ

が４３０万円あります。それから保健補導員等の補助金であります。 

 款８、公債費。０。 

 款９、諸支出金でありますが、１９７万 4,３４０円。これは保険税の還付が６９万 7,８００円、そ

れから国庫負担金の返還金が１２７万 6,５４０円であります。 

 ２５２ページをお願いします。 

 実質収支に関する調書でありますが、歳入総額１１億 9,５２２万 1,０００円。歳出総額１１億 2,８

１６万 3,０００円。差引でありますが 6,７０５万 7,０００円であります。以上が繰越であります。 

 以上であります。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 
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－－－日程第１４ 議案第６４号 平成１７年度御代田町老人保健医療 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１４ 議案第６４号 平成１７年度御代田町老人保健医療特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長 南沢一人君。 

           （町民課長  南沢一人君  登壇） 

〇町民課長（南沢一人君） 議案書の１６ページ、議案第６４号でありますが、平成１７年度御代田町

老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

 決算書の２５４ページをお願いします。 

 歳入でありますが、１、支払い基金交付金でありますが、５億 9,１７０万 1,９７９円の収入であり

ます。これは医療費交付金でありまして、医療費の５８％でありまして、それとあと過年度分、それか

ら審査支払い手数料であります。 

 款２、国庫支出金でありますが、２億 8,７８４万２０円。これは医療費の負担金でありまして、医療

費の２８％がくるものであります。それと過年度分で不足分がきております。 

 款３、県支出金でありますが、7,０７２万 7,１９７円。医療費負担の医療費の７％がくるものであり

ます。 

 ４、繰入金。7,８３２万円。これは医療費負担分で医療費の７％を繰り入れているものであります。 

 款５、繰越金。１８万 9,８９２円であります。 

 ６、諸収入。１６９万 8,２７９円。これは第三者納付金で２件分であります。 

 次に２５６ページをお願いします。 

 款１、総務費。１８９万９９１円であります。これは臨時職員レセプト点検７名分、それから医療費

通知電算委託料等であります。 

 款２、医療諸費でありますが、１０億 1,０３９万 8,３４２円でありまして、これは医療費給付費で

９億 9,２７３万 8,７１９円、医療費の支給額で 1,３６５万 9,３２８円です。これは柔道整復とか補装

具、高額療養費であります。審査支払い手数料で４００万２９５円であります。 

 款３、諸支出金。項１、償還金は０です。 

 項２、繰出金でありますが、1,３２２万 2,０００円であります。これは一般会計繰出金でありまして、

支払い基金分で２７６万 7,０００円。国庫負担分で 1,０２６万 4,０００円。一般管理繰越金分で１８

万 8,０００円であります。 

 ２６６ページをお願いします。 

 歳入総額、１０億 3,０４７万 7,０００円。歳出総額、１０億 2,５５１万円であります。差引額４９

６万 6,０００円です。以上であります。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第１５ 議案第６５号 平成１７年度御代田町介護保険事業勘定 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１５ 議案第６５号 平成１７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長 南沢一人君。 

           （町民課長  南沢一人君  登壇） 

〇町民課長（南沢一人君） 議案書の１７ページをお願いします。 

 議案第６５号 平成１７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてであ

ります。 

 決算書の２６８ページをお願いします。 

 款１、保険料でありますが、１１億７万 9,５００円であります。未収額が３６８万 7,９００円であ

ります。内訳でありますが、特別徴収分で 9,３３３万 2,４００円。徴収率については１００％であり

ます。該当者は 2,２８６人であります。普通徴収分で 1,６０９万 1,２００円。徴収率でありますが９

1.１％であります。該当者は５１０人おります。滞納繰越分につきましては、６５万 5,９００円で徴収

率２3.６％となっております。未収額の人員でありますが８３人。滞納繰越分で２１２万 3,８００円。

１７年度で現年分で１５６万 4,１００円という形になっております。 

 款２、使用料及び手数料でありますが、４万 3,０００円。これは督促手数料であります。 

 款３、国庫支出金。項１、国庫負担金でありますが、１億 5,５１９万 3,０００円であります。給付

費の２０％を補助するものであります。この分につきましては、１４７万 7,５９１円、ちょっと１７年

度は多いため、１８年度の予算で返還をしていくということであります。 

 項２、国庫補助金でありますが、5,０９２万 6,０００円。これは給付費の 6.５４６％であります。 

 款４、支払い基金交付金でありますが、２億 5,１８９万円。給付費の３２％であります。 

 款５、県支出金。項１、県負担金。9,６０７万 2,１３１円。これは給付費の１2.５％であります。 

 項２、県支出金。2,４３２万 9,６７７円。これは財政安定化基金交付金でありますが、２０７万 5,

６７７円。それから財政安定化基金貸付金等であります。 

 これは１６、１７年度の２年間で 4,２００万円を借り入れているわけでありますが、これを１８、１

９、２０で一般会計から 1,４００万円を繰り入れているということであります。 

 款７、繰入金でありますが、１億８３８万 2,１３１円。給付費繰入金でありまして、給付費の１2.

５％であります。それと一般経費繰入分、それから賦課徴収事務費繰入金、それから要介護認定経費と

なっております。 

 ８、繰越金。1,０８８万 2,０３２円。これは前年度繰越金であります。 

 款９、諸収入でありますが、延滞金で２万 2,９００円。これは延滞金であります。 

 ２７０ページをお願いします。 

 歳出でありますが、款１、総務費。１億 3,０５６万 5,０５１円であります。総務管理費であります

が、主なものは電算委託料、それから徴収費であります。それから介護認定審査費、それから主治医の

意見書の手数料、それから佐久広域への負担金が主なものであります。 

 款２、保険給付費でありますが、７億 6,８５７万 7,０４９円。介護サービスでありまして７億 3,３

２４万 1,６１７円で、これは介護１から５までが対象者でありまして、該当者は３８１人であります。

支援サービス費でありますが、1,６１８万 7,６７０円。これは要支援者が対象でありまして、該当者５

０人であります。 

 その他、諸費で９３万 6,９５５円。これは審査支払い手数料であります。 

 それから高額介護サービス費でありますが、７８４万 8,５２３円。該当者が９０人おります。特定介

護サービス費でありますが、1,０３６万 2,２８０円。居住・食費が昨年１０月に改正になったわけであ
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りますが、自己負担分を除いたその差額分の経費という形の中でその分をみているということでありま

す。 

 款３、財政安定化基金拠出金でありますが、６１万 6,８１８円であります。これは市町村が借入のた

めの原資となっております。 

 款５、諸支出金。１、諸支出金でありますが、３５７万 4,５１２円。これは国庫補助金の返還分で、

１６年度分のものを１７年度で返しているということであります。 

 款６、公債費。６６６万 6,６６６円。これは１２年度から１４年に借り入れた 2,０００万円を１５

年度から１７年間で返還をしていくものであります。 

 ２８４ページをお願いします。 

 調書でありますが、歳入でありますが８億７８２万円。歳出総額７億 9,３００万円。差引であります

が 1,４８２万円であります。以上であります。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第１６ 議案第６６号 平成１７年度御代田町簡易水道事業 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１６ 議案第６６号 平成１７年度御代田町簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長 中山秀夫君。 

          （生活環境課長  中山秀夫君  登壇） 

〇生活環境課長（中山秀夫君） 議案書の１８ページをお願いいたします。 

 平成１７年度御代田町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

 決算書の２８５ページをお願いいたします。 

 御代田町の簡易水道事業につきましては、安全かつ良質な水道水を安定的に供給し、水道サービスの

質が問われる中、水質基準の強化、老朽施設の更新や緊急時における適切な対応ができる緊急管理体制

の確立が求められる中で、独自の危機管理マニュアルに沿い、安全確保のため十分な監視と管理に努め

てまいりました。 

 御代田簡易水道は平成１７年に変更認可を受けた整備計画に基づき、既存御代田配水池の千立方の第

２配水池の築造を行い、併せて中央監視システムを構築し、配水の供給安定を図りました。 

 また、国庫補助事業の５年目で、一里塚地区の老朽管９２0.1 メートルの布設替えを行い、あわせて

安定供給を図ったところでございます。 

 １７年度末、給水人口は 2,８３８人、事業経営基金は１億 3,５６０万 9,０００円となってございま

す。 

 それでは、２８６、２８７ページの歳入をお願いしたいと思います。 

 使用料及び手数料でございますが、使用料ですが、収入済み額 7,２７６万７６６円でございます。徴

収率でございますが、現年分９7.０９で、前年に対しまして 0.８８ポイントの増でございます。過年分

は１9.５２％で、前年に対しまして２0.６３ポイントの減となってございます。不納欠損８８万 8,３４

７円。これにつきましては、執行停止中の時効、あるいは徴収不納である不良債権の不納欠損となって

ございます。収入未済額６１９万 3,９７８円。これにつきましては、未納対策として税と連携の中で給

水停止をもって回収に努めております。 
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 手数料でございますが、９９万 8,８００円。これは給水工事あるいは閉開栓の手数料でございます。 

 款２の分担金及び負担金の負担金でございますが、８９８万 7,８７０円。これは新規加入金５８件、

それから下水道の負担金でございます。 

 款３の財産収入。２５万 9,３００円。これにつきましては、基金利子でございます。 

 款４の繰入金。他会計繰入金。２４９万 7,０００円につきましては、一般会計より消火栓の管理料１

０２基分、それから小沼簡易水道から浅麓の受水分としていただいているものでございます。 

 項２の基金繰入金でございますが、１億 2,３７９万 1,０００円の基金から繰り入れしました。これ

は配水池の築造に伴うものでございます。 

 繰越金でございますが、3,５０４万 9,０４４円。これは前年度からの繰越金でございます。 

 款６、諸収入。項１の延滞金及び科料でございますが、７万 3,７００円。これは延滞金でございます。 

 雑入でございますが、１５９万 3,５４５円。これは消費税の還付金とそれから下水道からの所掌部分

でございます。 

 国庫支出金でございますが、事業費 3,０００万円に対するところの７５０万円でございます。 

 区長債で 7,２５０万円。簡易水道事業債といたしまして取り崩したものでございます。 

 続きまして２８８ページ、２８９ページの歳出をお願いいたします。 

 款１、経営管理費。項１の総務費でございますが、2,２１８万 3,１７６円。これにつきましては、浅

麓受水費、４６万 3,１６７立方の受水分。あるいは償還金の利子等でございます。 

 項２の施設管理費でございますが、７６６万 7,０９８円。これにつきましては、修繕料あるいは検針

等の委託料でございます。 

 款２の建設改良費でございますが、２億 3,５６４万 1,０００円でございます。これにつきましては、

補助事業で大道添ほか全５工区９２0.１メートル、あるいは単独事業の一里塚５１3.６６メートル、そ

れと大きな配水池への千トン、千立方の築造関連でございます。 

 款３の繰出金。他会計繰出金でございますが、1,４５６万 2,０００円。これは小沼簡易水道に繰り出

したもので、事務を運営する中での共通経費を繰り出したものでございます。 

 款４の諸支出金。項１の基金でございますが、１０万円。基金で積み立てたものでございます。 

 予備費０ということで、計２億 8,０１５万 3,２７４円で、前年比では９9.８でございます。 

 それでは３００ページをお願いしたいと思います。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 歳入歳出の差引額 4,５８５万 7,０００円で、５番の実質収支額で 4,５８５万 7,０００円となって、

次年度の繰越となってございます。以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 この際、昼食のため、休憩いたします。 

 午後は１時３０分より再開いたします。 

                          （午前１１時５７分） 

                （休  憩） 

                          （午後 １時３０分） 

〇議長（土屋 実君） 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 

－－－日程第１７ 議案第６７号 平成１７年度小沼地区簡易水道事業 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 
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〇議長（土屋 実君） 日程第１７ 議案第６７号 平成１７年度小沼地区簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長 中山秀夫君。 

          （生活環境課長  中山秀夫君  登壇） 

〇生活環境課長（中山秀夫君） 議案書１９ページをお願いします。 

 平成１７年度小沼地区簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、決算書の

３０１ページをお願いします。 

 小沼地区簡易水道事業特別会計についてでございますが、これは御代田簡易水道と同様の安全確保の

ための十分な監視と管理を努めてまいったところです。 

 小沼簡易水道は、老朽管の布設替えあるいは下水道事業に合わせる排水管の布設、御代田簡水の第２

配水池築造に伴うところの変更をやってきたもので、また特に寺沢配水池の低水位の解消のための取水

口の修繕工事など、合わせまして５９9.４メートルを実施し、安定給水を図ってきたところでございま

す。 

 給水人口 3,９９２人、事業系基金は２億 5,１５６万 1,０００円となってございます。 

 ３０２から３０３ページの歳入をお願いしたいと思います。 

 款１、使用料及び手数料でございますが、使用料、8,７１９万 8,９３４円でございます。徴収率です

が、現年分では９7.４％、前年比 2.８％の増となってございます。過年分では２7.５３％の徴収率で、

前年対比 3.８ポイントの減でございます。不納欠損額、４３万 6,５６３円につきましては、御代田簡

水同様でございます。収入未済額７１２万 9,２５３円につきましても御代田簡水同様でございます。 

 項２の手数料でございますが、６９万 3,９００円。これは給水工事あるいは閉開栓手数料によるもの

でございます。 

 款２の分担金及び負担金でございますが、４４７万 3,０００円。これにつきましては新規加入等の２

１件等が主なものでございます。 

 歳入の財産収入でございますが、２３万 6,６００円。これは基金利子でございます。 

 款４の繰入金。他会計繰入金でございますが、1,６６９万 8,０００円。これは一般会計より消火栓の

管理料としまして１７８基分、あるいは御代田簡水よりの共通経費分を繰り入れたものでございます。 

 款５の繰越金でございますが、1,４９８万 3,７４７円。前年度からでございます。 

 諸収入でございますが、延滞金及び科料では１０万２００円でございます。 

 雑入では４３万 2,５１３円となっておりまして、計１億 2,４８１万 6,８９４円で、対前年比では 0.

０１と、変わらないという形でございます。 

 続きまして３０４、３０５ページの歳出を説明申し上げます。 

 款１の経営管理費の総務費でございますが、6,０７１万 6,８９０円。これは償還利子あるいは人件費

等でございます。 

 施設管理費でございますが、1,９３７万 5,４３０円。これにつきましては、水質管理、水質検査ある

いは修繕料の委託料ということでございます。 

 款２の建設改良費、建設改良事務費でございますが、1,３９２万 3,０００円。これにつきましては、

御代田配水池の築造に伴いまして小沼簡易水道の管の水径の変更ということで、西横辻等の減圧弁を直

したり、管を一部直したものでございます。それと下水道管理に伴う工事で、移設工事２０4.９メート

ルを行ったものでございます。 
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 款３の繰出金の他会計繰出金でございますが、１２７万 3,０００円。これは浅麓受水分を御代田簡易

水道に繰り出したものでございます。 

 款４の諸支出金の基金費でございますが、1,４９６万 1,０００円を基金積立いたしました。 

 予備費０で、合計１億 1,０２４万 9,３２０円で、対前年比では 0.４の伸びとなってございます。 

 それでは３１８ページをお願いしたいと思います。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引額 1,４５６万 7,０００円で実質収支額 1,４５

６万 7,０００円で、次年度に繰り越されるものでございます。以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第１８ 議案第６８号 平成１７年度御代田町公共下水道事業 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１８ 議案第６８号 平成１７年度御代田町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長 中山秀夫君。 

          （生活環境課長  中山秀夫君  登壇） 

〇生活環境課長（中山秀夫君） 議案書の２０ページをお願いします。 

 平成１７年度御代田町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましてでございますが、決

算書の３２０、３２１でお願いしたいと思います。 

 まず初めに御代田町の公共下水道の内容をちょっとお話ししたいと思います。 

 平成２年度に第１期の事業認可を得て着手以来、環境面整備につきまして国の経済対策による施設、

施策にも支えられ、順調に進捗し、現在では第６期目の変更認可を取得して、７９３ヘクタールの事業

認可区域内で事業が進められております。そういったことから、整備率は８6.４％となっておりまして、

水洗化は順調に進み、平成１７年度末では水洗化率６6.２％、7,８２８人の住民の方と町内企業に働く

多くの方が下水道を利用しております。 

 それでは、歳入の説明を申し上げますが、款１の分担金及び負担金でございますが、負担金で１億 8,

８６９万 1,８００円でございます。徴収率でございますが、現年度分徴収率９1.２６％で、前年比 1.

８５ポイントの減でございます。過年分では１3.８３で前年比２3.６５ポイントの減でございます。 

 収入未済額 4,２１２万 4,０００円で、これにつきましては景気とかリストラ等を理由にいたしまし

て、納付を渋るというようなことが主なもので挙げられてございます。 

 使用料及び手数料の使用料でございますが、１億 8,９３７万 6,１７６円でございます。使用料の徴

収率でございますが、現年分の徴収率９7.０１で前年比 0.４３ポイントの減でございます。過年分につ

きましては、２1.０９％で 0.６２ポイントの増となってございます。 

 不納欠損につきましては、水道と同じような形で不納欠損しているものでございます。 

 手数料でございますが、３１万円。これにつきましては、指定工事店の申請あるいは督促手数料でご

ざいます。 

 国庫支出金の国庫補助金でございますが、１億 8,０３６万 7,０００円。これにつきましては、下水

道整備に伴う汚水処理施設整備交付金でございます。 

 款４の繰入金。他会計繰入金でございますが、１億 2,５６１万 6,０００円。一般会計から繰り入れ

ていただいております。 
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 款５の繰越金でございますが、４８１万 9,８１５円の前年度からの繰越でございます。 

 款６の諸収入の延滞金及び科料でございますが、４２万 9,６５１円の延滞金を徴収してございます。 

 雑入で 2,０７８万 5,５７８円で、これは消費税還付金あるいは金抜設計料でございます。 

 町債、２億 9,１００万円でございますが、これは事業に伴うところの事業債でございます。 

 続きまして３２２、それから３２３をお願いしたいと思います。 

 歳出でございますが、款１の土木費。都市計画費でございます。６億 5,６９３万３６１円でございま

す。これにつきましては、公共下水道の維持管理費あるいは人件費、処理場マンホールポンプの３１基

の電気料、それから処理場及び管渠の施設修繕、下水道台帳の作成業務など、いろいろの委託料、それ

から処理場の維持管理業務、汚泥運搬・処理等が主なものでございます。 

 公債費でございますが、３億 3,９９６万９３２円ということでございます。これは事業に伴うところ

の返済、償還金でございます。この公債費は、平成１７年度末の元利償還金額は６億 4,７９３万 1,０

００円で、償還ピークですが、平成２２年が最高潮というふうに考えてございます。 

 続きまして３３８ページをお願いしたいと思います。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引額４５０万 4,０００円、実質収支額４５０万

4,０００円で、１８年へ繰り越すものでございます。以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第１９ 議案第６９号 平成１７年度御代田町農業集落排水事業 

                   特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第１９ 議案第６９号 平成１７年度御代田町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長 中山秀夫君。 

          （生活環境課長  中山秀夫君  登壇） 

〇生活環境課長（中山秀夫君） 議案書２１ページをお願いいたします。 

 平成１７年度御代田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につきまして、ご説明申し上げます。 

 決算書の３３９ぺージをお願いしたいと思います。 

 御代田町の農業集落排水事業特別会計は、平成６年度着手した本事業も、平成１０年度全事業が完了

いたしまして、下水道接続率は平成１７年度末で１５１戸９7.４７％と、高い接続率となってございま

す。 

 現在は維持管理が中心となっておりまして、処理水の水質悪化防止、施設機器の耐用年数向上等に努

めております。また、平成１５年度には、料金改定を行っておりますが、改善はいたしましたけれども

公共下水道同様に維持管理費を賄うにはちょっと難しい部分があるかと思います。 

 それでは３４０、３４１ページの歳入を説明申し上げます。 

 款１、使用料及び手数料の使用料でございますが、1,０６０万 4,７９０円。これは徴収率１００％で

ございます。前年比から見ますと５万 9,０１０円の減ということになっております。 

 手数料でございますが、1,８００円。督促手数料でございます。 

 款２の繰入金でございますが、他会計繰入金、一般会計から 2,２４４万 6,０００円を繰り入れてご

ざいます。 

 款３の繰越金ですが、前年度より３８万 6,４５３円の繰越でございます。 
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 款４の分担金及び負担金で、分担金ですが、１６万 7,３１９円。これは施設修繕費の７％相当を地元

から分担金としていただくものでございます。 

 計で 3,３６０万 6,３６２円で、前年対比では 1.２ポイントの減となってございます。 

 ３４２、３４３ページの歳出をご説明申し上げます。 

 款１の農林水産業費。項の農地費でございますが、支出済み額 1,１１９万 1,６０３円。これにつき

ましては、処理場の維持管理費でございます。 

 公債費でございますが、2,２０６万 6,０１４円。これは借入金の元利償還金でございます。 

 この農排の償還のピークは、１７年度でございました。これからは徐々に減っていくのかなと思いま

す。 

 それでは３５２ページをお願いしたいと思います。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引額３４万 8,０００円。実質収支額３４万 8,０

００円で、１８年度へ繰り越すものでございます。以上です。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２０ 議案第７０号 平成１７年度御代田町個別排水処理施設 

               整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２０ 議案第７０号 平成１７年度御代田町個別排水処理施設整備事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長 中山秀夫君。 

          （生活環境課長  中山秀夫君  登壇） 

〇生活環境課長（中山秀夫君） 議案書の２２ページをお願いいたします。 

 平成１７年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計歳入歳出決算について、説明申し上げます。 

 決算書３５４ページをお願いします。 

 個別排水事業につきましては、豊昇・面替地区において平成１２年度より４年間で実施した本事業は、

町といたしまして全戸水洗化を目指す事業として実施してきております。平成１７年度末現在、浄化槽

設置１０５基、個人設置で寄付を受けたもの６基を含めて、１１１基の維持管理を実施しております。 

 また、健全経営のために１６年４月に料金改定２０％を実施いたしましたが、まだまだいまだ使用料

金では維持管理は賄えないのが現状でございます。 

 それでは３５４、３５５ページの歳入を説明申し上げます。 

 款１の使用料及び手数料の使用料でございますが、５４８万８２０円でございます。これにつきまし

ては徴収率は１００％でございます。 

 手数料、2,６００円。督促でございます。 

 款２の分担金及び負担金の分担金でございますが、５万円。これは完納ということで滞納はないとい

うことでございます。 

 款３の繰入金の他会計繰入金、一般会計から２７３万 6,０００円の繰り入れをしてございます。 

 款４の繰越金。１１万 9,９０８円で、前年度からの繰越ということで、前年に対しまして 3.１５伸

びてございます。 

 ３５６、３５７ページの歳出を説明申し上げます。 

 款４の衛生費でございますが、清掃費として６３２万 4,０１４円。これは維持管理委託で汚泥の処分
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あるいは水質検査等の委託でございます。それから法定検査７条あるいは１１条検査がございます。そ

れらの費用でございます。 

 公債費では１９８万 1,６００円の借入利子を支払ってございます。 

 ここの個別の償還ピークは、平成２１年となります。 

 それでは３６４ページをお願いしたいと思います。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引額８万 3,０００円で実質収支額８万 3,０００

円、１８年度へ繰り越すものでございます。以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 以上をもちまして、平成１７年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定についての提案理由の説

明を終わります。 

 監査委員より審査意見書が提出されております。 

 監査委員より報告を求めます。 

 代表監査委員 内堀臣規君。 

          （代表監査委員  内堀臣規君  登壇） 

〇代表監査委員（内堀臣規君） それではご指名により平成１７年度の決算審査に関しての、私見を交

えた意見でございますけれども、述べさせていただきます。 

 ２３ページから、結果につきましていろいろ記載されているわけですが、そのうちの所見欄、これを

内容をそっくり記載してございますので、お読みいただければわかるということになってしまうのだろ

うと思うのですが、一応この内容は、去る８月３０日に決算審査の講評として意見を述べさせていただ

いた内容がそっくり記載してございます。数字的なものでダブったりしますので、一部そういうところ

は省略をしながら読み上げて、ご報告とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 平成１７年度決算審査は、７月２４日から８月８日まで、事務局による事前審査、８月９日より延べ

４日間の監査委員による事務審査と現場審査を実施し、計画日程どおり終了しました。 

 冒頭、総務課長より１６年度決算審査の講評意見に関して、全般にわたってその改善実施状況、対応

姿勢についての報告があった。私の就任後初めての詳細な状況報告であり、役場の事務体制全般に対し

ての総務課長としての視点で述べられておりました。総務課として今後も組織力発揮のリーダーとして、

活躍されることを期待します。 

 発表の中で特に住民・税務関係コーナーのスペースの拡大、ローカウンター、イスの設置等の改良は、

来庁する町民の受けとめ方も好評であり、更なる応対姿勢の改善とともに、他課への波及に全力投球を

期待するものです。 

 前回の審査や総務課の定期検査でも、その都度意見を申し上げておりますが、職員の研修について若

干の甘さが窺えました。町の研修規定の第３条では、研修の種類として、１自主研修、２職場研修、３

職場外研修を掲げておりますが、自主研修は、個々のそれぞれのやる気に負うところが多く、特に職場

研修がもっとも重要なポイントと考えます。説明だけからして判断しますと、役場就職後３カ年間の職

務習得マニュアル、等級別研修マニュアル、主任・係長クラスの業務習得マニュアル、同課長クラスの

マニュアルが具体的に整備されておらず、各課任せの感があります。人材育成による職員のレベルアッ

プ、能力アップは、職務内容の改善と能率向上につながると確信しています。ここは遠回りに見えます

が、自律・協働のまちづくりに結びつくものと思います。この部門の強化のため、総務課内でもよいと

思いますが、私なりには、人事研修課の設置により職務調査の実施を経て、具体的な研修計画の確立、

適任職員の配置、研修結果の把握、客観的な人事考課制度の確立等々、公平で適所適材の人事配置ので
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きる体制づくりを早期に整えるべきと考えます。この部分の兼務は原則無理と思います。職場外訓練に

ついても、積極的に派遣し、外部知識の吸収に努め、特に共同事業等の導入を検討している小諸市、軽

井沢町との協調体制を組むことも、視野に入れるべきと思います。 

 事務処理については、おおむね良好と認めたが、会計係で使用している収入伝票の内容、取り扱い方

に、検討・改善の余地ありと思います。 

 次に、予算の未執行が２件ありました。１件は工事金の年度内未払い、もう１件はコンピュータ保守

点検委託料の未払いです。２件とも単純なる失念ミスですが、相手から信頼されている立場とはいえ、

その時機を失しては、事務処理の不信感のもとだと思います。内部チェック体制の確立に向け、万全を

期してほしいと思います。また、毎回散見されますが、契約書の町長印の押印漏れ等、軽微なミスもあ

りました。 

 全体の審査をして感じたことは、職員全体がまじめで、忠実な勤務ぶりは認めますが、既存意識にと

らわれるあまり、革新意識に欠け、発想の転換もなく、無難な消極的な姿が気になります。発想の転換

こそが自律・協働のまちづくりの原点ではないでしょうか。職員の柔軟な発想、提案、意見に、役職者

が謙虚に耳を傾けるムードづくりが必要と思います。 

 現場審査は御代田町第２配水池築造工事、町道新設改良水原七口線、馬瀬口地区農道整備工事、南小

学校増築工事について、４カ所実施いたしました。それぞれが計画どおり立派に施工を完了しておりま

した。町の基盤整備の確立に寄与するものと思います。 

 町の基金のうち、１２基金３３億 5,９７０万 3,１９０円、財産区、水道、国庫、支払いの４基金、

４億 8,０２９万 5,０００円について、現物精査いたしましたが、適正かつ正確に処理されていること

を認めました。 

 出資金 4,６５５万 5,７００円の点検もし、異常ありませんでしたが、民間に対する出資金は早期に

回収すべきです。 

 全体の決算に際して審査の結果、若干の事務手続、処理のエラーはありましたが、全体として適切・

公正な処理がされており、管理・監督者、職員の意識の高揚、向上についても良好と認めました。 

 今後は自律・協働のまちづくり推進のため、革新意識を持ち、発想の転換による行動力の更なる発揮

を期待します。 

 以下の各課、それぞれ詳細な資料を作成していただきまして、審査をさせていただきまして感じた点

だけ、計数的な問題は飛ばしながら、ちょっと私の意見を述べさせていただきます。 

 先ほども説明がありましたけれども、平成１７年度第４次御代田町長期振興計画策定が完了し、第１

年度に入っております。特に苗畑跡地の有効活用、エコステーションは、現在町の掲げる最重要課題と

思います。小諸市、軽井沢町と当町の共同事業であり、それぞれの思惑とお家の事情もあって、簡単に

は進まないと思いますが、立地を同じくする３市町であり、小異を捨て大同につく構えで、根気強く対

応する以外方策はないと思います。３市町の基本合意はできているものの、正式調印は未了です。生活

環境課が中心ではありますが、当課も側面から、当課というのは財政企画を審査させていただいての感

想でございます。側面からの調整でなく、協調して正面からの調整努力をしてください。 

 財政企画課については、計画の立案・推進の中核です。財政の、また企業の経営の基準は、「入るを

計って出づるを制す」です。「入るを計る」の立案、これは税務課の案件ですとか産業建設課の案件で

す、生活環境課の案件ですということではなくて、各課と協調して、アイデアの発掘、企画立案に努め

る必要があります。これが企画財政課の本来の職務ではないかと思います。既存の概念を捨て、革新意

識を持ち、役場職員としての発想ではなく一町民としての発想が鍵だと思います。その過程においては、
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町が統括している町民団体、法人会、商工会、観光協会、他業者からの情報収集、新しい専門委員の結

成等、活用してください。何か発言があっても、「これは無理」「前例がない」「法にない」等々では、

新しいものは何も生まれません。過去金融商品のほとんどは、金融機関の職員内からの発案により商品

化されてきたことも参考にしてください。 

 普通会計につきましては、先ほど詳細説明がありました。歳入総額５１億 8,８００万円。歳出４７億

6,０００万円。若干小幅な動きでございました。自主財源につきましては、先ほどもお話がありました

けれども、いずれにしても構成比で５７％で６％の増加、依存財源はその分逆に減っていると、こうい

うような結果で、好ましい姿になってきているのではないかなと思います。 

 財政力指数につきましても、若干の後退はしておりますが、他町村に比べてきわめて高水準に向かっ

て努力のあとが窺えると思います。 

 次に、産業建設課に関連して、ちょっと感想を述べさせていただきます。 

 産業建設課につきましては、他方面にわたり少ない予算の中で工事遂行に努力しておられます。長期

振興計画にも盛られ、１８年度からスタートする駅北口の整備を含めた周辺道路歩行環境整備計画、し

なの鉄道横断道路改修整備計画の早期実現に期待します。 

 特に駅舎への北口出入口、旧フジマート側からの検討も、新設した町駐車場との相乗効果に期待が持

てると思います。 

 都市計画関係は、公園の美化に努力されておりますが、町外の評判もきわめて良好です。今後も利用

者のマナー向上に努力をしていただきたいと思います。 

 開発行為につきまして、ちょっと感想を述べさせていただきますが、当町の場合は、1,０００平米を

超えるものについては、きわめて町の決めで厳しい対応をしておられます。軽井沢町では 3,０００平米

以上が開発行為の対象といわれております。タウン開発は厳に戒めなければなりませんが、民間資本の

活用、増収対策、人口増加策からも、再検討が必要と思います。 

 土地開発公社の未売却土地が売却実現しました。簿価との差異は生じたものの、生きた金として回収

できたことを了承としたいと思います。 

 農政関係で関連してですが、農業委員会で扱った４条、５条の申請でございますけれども、遊休農地

の規模に比して５３件ですか、ちょっと少ないのではないかと。農地として活用される見通しのない転

用申請については、柔軟な対応ができないものなのでしょうか。運用の仕方によっては、税収アップの

財源につながると思います。「できない」対応ではなく、「できる」対応を考えるべきだと思います。 

 商工観光関係につきましては、商工会と観光協会、同一歩調による協調関係の強化が必要です。後ろ

楯の法律がどうのこうのと言っていては、町の発展には寄与できません。双方が発展向上の協調努力を

することが、双方の発展につながります。町の指導力発揮が大切と思います。特に特産品、広くは小諸

市、軽井沢町にも呼びかけ、展示販売できる物産館を浅間サンライン沿いに、真楽寺の近くとかいろい

ろ候補地はあると思いますけれども、町内企業の特産品の紹介活動を強化するとか、アイデアの募集を

して活性化に向けた活力ある組織をしたいものだと思います。 

 龍神まつりの本拠が真楽寺といわれておりながら、龍のコピーが全くないということでなくて、コピ

ーぐらいは置いていただくのを、１つのやはり客引きの要素になるのではないかと思います。 

 次に人権政策課についてですが、大変難しいものでして、月次の定期検査でも申し上げたんですが、

目指す業務展開に対して、陣容の多寡は議論の余地なく、差別に対する監視の手は緩めないでほしいと

思います。適正な人員数の配置ということを申し上げたいと思います。 

 議会事務局に対しましては、議員さん、前回の選挙で４名削減されまして、費用的には１0.２３％削
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減されております。しかし、唯一のチェック機能を果たすべく議会の役割は、少数精鋭の議員に託され

ているわけであります。町民の代表として価値観の追究が望まれるところだと思います。 

 次に、総務課に関連して、ちょっと感想を述べさせていただきます。 

 事務所の中枢がコンピュータ処理に依存しております。システムダウンの起こらないよう、細心の注

意を払うとともに、情報流出を絶対に発生させないためのセキュリティー対策、常に講じてほしいと思

います。行政改革なって事務組織、組織機能を見直し、定員管理の適正化の結果、４２０万円の人件費

削減ができたということでございますけれども、自立推進計画に基づけば、１０年間で１５年度と比較

して１０％の人員削減を目指しておられますけれども、人件費は減るでしょうがサービスの低下は否め

ないと思います。単純に人員削減するのではなく、人員は現状を維持しつつ、職務内容の改善、作業量

の１０％アップでも同一の結果が得られるのではないでしょうか。人員削減よりも職員の意識改革とそ

れに対する意欲の高揚、このほうが大切だと思います。 

 次に、教育委員会・こども課に関して、ちょっと感想を述べさせていただきます。 

 学校教育の中で特に７月から学力向上を目指し、県下で初めてのサタデースクールを開設されました。

その成果に非常に期待が大きいと思います。 

 次に『エコールみよた』に関連しましては、開館３周年を迎え、年間利用者１４万 4,０６１人、前年

比約１万人増加、月平均１万 2,００５人、日平均では３９５人と、設置効果が表れております。博物館

に収蔵されている土器は、町のというより国の大きな財産であります。誇りをもっていっそうの対外Ｐ

Ｒに努めてほしいと思います。 

 社会体育にありましては、１３の体育施設を保有し、十分整っているとは思います。各年代層の積極

活用を促し、体力、気力増進による保健費の抑制につながれば設置効果も増大すると思います。 

 こども課に関連したことですが、平成１７年を初年度として、２１年度までを前期とした御代田町次

世代育成行動計画に基づく取り組みをしておられます。この計画に沿って、保育園の保育時間６０分延

長、児童館長の常勤化の実現、雪窓保育園の増改築により、定員４０名増加したことによって、受入園

児数２３名増となりました。また、教育委員会でも杉の子幼稚園の支援も既に実現をされております。

特にこのこども課につきましては、将来の人間形成を決する肝要な担当職務であり、職員の資質意識の

更なる高揚が求められているのではないかと思います。保育園は就学前の人間形成のうえで大切な場で

あると思います。父兄のみの一方的な要望に流されることなく、保育料の適正負担の推進を維持するこ

と、及び客観的意見の聴取、こども課による園児父兄に対する定期的な無記名アンケートの施行等によ

り、運営に関する提言を参考にしていただいたらよろしいのではないかと思います。 

 続いて生活環境課に関連して私見を述べさせていただきます。 

 先ほど来、課長の説明もありましたので、くどくどと内容の説明は省きますけれども、廃棄物の不適

正処理の早期発見、早期解決、これは非常に場所によって目を覆うようなものがあるわけですが、市町

村職員と県職員の併任制度が開始され、２名が辞令交付を受け、監視を強化されております。それから

浅麓地域ごみ処理事業の準備局の立ち上げ、総合検討委員会や専門審査会の組織化により、最適のごみ

処理方法について審議が開始されております。 

 先ほど来、お話もありましたけれども、上水道につきましては、配水池の増設、老朽管の整備、水質

基準の強化等により、安定供給に向け整備が進んでおります。公共下水道は順調に整備が進み、更に新

しい対応として、従来の国庫補助事業から内閣総理大臣により地域再生計画の認定を受け、汚水処理施

設交付金事業に切り替えることになり、公共下水道と浄化槽の両事業が実施できるところから、平成２

１年度までの５年間の交付金確保ができるので、地域の実状に合った事業形態がとれることになるとい
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うことでございます。この事業の整備率は８6.４％ということで、非常に高水準に展開されているので

はないかと思います。 

 環境衛生の中でちょっと感じた点なんですが、一般廃棄物処理運搬事業、この委託状況を見ますと、

イーステージに対するものが前年に比して委託料１９％アップと、金額的には 1,４００万円ですが、１

キログラム当たり、１トン当たりの処理費が４６円から５５円に上昇していると。この辺は今後町の負

担増につながる懸念が持たれるところだろうと思います。 

 次に、税務課に関連して述べさせていただきます。 

 税収入では２０億 8,７００万円。１億 8,６００万円の増収と。収納率は８6.４％、1.５％改善され

て、これは収納方法の取り扱い体制の改善により効果が出ているのかなと、こういう感じがいたします。 

 科目別構成比では町民税３１％、固定資産税５７％、以下自動車税、たばこ税の順になっております。 

 町民税の上昇は、シチズングループの好況により、１億 2,１００万円の増収でございます。更に今後

の景気の上昇に期待をしたいと思います。 

 国民健康保険につきましては、税率を２３％引き上げたため、４億 7,１００万円、9,７００万円の増

となっております。ただ、これは足りなくなれば税率を上げればいいという感覚でなくて、抑制方法も

考えていかなくてはいけないのではないかなと思います。 

 収納の状況は、町税８6.４％、1.５％改善、健康保険税は８2.３％で、0.５％悪化しています。町税

の未収金２億 9,１００万円、国民健康保険税の未収金 9,６００万円で、これは増加傾向にございます。

３億円に近い町税の未収、１億円に近い健康保険税の未収は、景気の低迷による個人所得の低下、納税

に対する義務感覚の低下等で、このような結果をもたらしていると考えられますが、担当職員が格段の

努力をしているにもかかわらず、「働けど、働けど」との感が否めません。 

 税、利用料、使用料、税負担の収納についての便法はなく、日々の努力と町民の理解・協力に頼るし

かないので、各課全体に関する課題事項として、全職員が受けとめ、日常努力を続けてほしいと思いま

す。悪質な滞納者に対しては、早期の法的措置、利用停止等ペナルティの賦課、情報収集強化による安

易な自己破産防止等のスピーディな対応による不納欠損を生じさせないための努力を忘れないでくだ

さい。 

 会計課におきましては、現在の事業で３万 6,５６４件の事務処理をされております。超低金利の中、

資金の運用にもいろいろな気配りが窺えました。 

 また、土地開発基金からの町の開発公社への貸付金の回収も運用益の大幅、今後のいろいろな活用に

役立っていくのではないかと思います。 

 最後に町民課でございます。 

 住民関係につきまして、人口１万 4,１６８人、これは１８年４月１日現在でございます。戸籍数約

5,２００人、外国人登録１９カ国７７９人ということでございますが、人口が前年比４０人、0.３％減

少しております。これは２万人町の都市構想を展望したときに、やや懸念材料かなと。いろいろ理由は

あるかと思いますけれども、真剣に考えていく必要があるのかなという感じがいたしました。 

 あと、国民健康保険につきましては、最近いろいろな抑制効果が出ておりまして、単純には増加とい

うことは申し上げられないと思いますけれども、１人当たりの大体保険給付費３０万 3,１９５円、4.

１％の増加と、これはもう年々この傾向は続いておりますので、やはり注目する部分かなと。 

 老人保健医療の特別会計につきましては、やはり年々これも増加傾向ということで、やはりこの辺も

受給者１人当たりの医療費が６６万 1,０００円、3.５％増加している、年々こういう傾向は変わらずに

続いておりますので、この辺の対応も検討していかなければいけないと思いますが、医療費の適正化の
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ため、レセプト点検の強化、健康増進の広範な施策、保健・介護の連携強化、これらを更に人的面でも

強化し、削減努力をしてください。 

 福祉係の関連につきましては、今後ますます事務量の増加が予想される中で、公平・中立・親切・迅

速な対応を望みます。やはり不公平感を町民に与えない、この辺はしっかり対応していただかなければ

いけないのではないかなと思います。 

 保健係につきましては、係の担当職務として母子保健事業、生活習慣病予防、成人・老人保健事業、

精神保健関係ともに、町を支える大切な老人がますます増える中で、大切な事業でございますけれども、

この仕事は早期に結果の見えるものが少ないので、大変と思いますけれども、徐々に表れる結果が、町

の財政改善につながると思いますので、頑張ってほしいと思います。 

 最後に、高齢者、介護高齢係の関係ですが、これは毎月定期的、定期監査を通じても感じることなん

ですけど、ほとんど伸びっぱなしということでございます。これは町の高齢者率、高齢化率は１9.５％

と、県下、後ろの方から２位ということで、きわめて現在は良好な状況にありますけれども、いつこれ

が加速するかわからない。特にこの団塊の世代の時代を迎える段階では、必ずしもこれで安閑としてい

られないものがあるのではないかなと思います。高齢者の負担を高額にさせないため、他係の連携、予

防活動に力を入れていますが、今後ともいっそうの減額努力が求められます。 

 簡易保険事業にかかる費用総額は、その伸び率が 9.９１％、前年対比で伸びとなっております。費用

に不足が生ずれば、保険料率のアップか他費用の減額によらざるを得ない実状を町民に知らしめ、協力

を求める以外方法はないのではないかと。 

 大変自分勝手な意見をとうとうと述べさせていただきましたが、以上をもちまして決算審査に対する

監査委員としての意見にさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、監査委員からの報告を終わります。 

 

－－－日程第２１ 議案第７１号 平成１８年度御代田町一般会計 

                        補正予算案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２１ 議案第７１号 平成１８年度御代田町一般会計補正予算案につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長 古越敏男君。 

          （企画財政課長  古越敏男君  登壇） 

〇企画財政課長（古越敏男君） 議案書の４６ページをお出し願いたいと思います。 

 議案第７１号 平成１８年度御代田町一般会計補正予算案について、説明いたします。 

 この補正は第２号でございます。 

 では、予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

 平成１８年度御代田町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入・歳出予算の補正第１条、既定の歳入・歳出予算の総額に、歳入、歳出、それぞれ 8,５６５万

3,０００円を追加し、歳入・歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ４７億 7,５８１万 5,０００円

とする。 

 ２、歳入・歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入・歳出予算の金

額は、第１表歳入・歳出予算補正による。 
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 地方債の補正第２条、地方債の変更は第２表地方債補正による。 

 ２ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１表歳入・歳出予算補正の歳入の町税でございます。 

 １、項１、町民税。既定額から 2,２６９万 8,０００円を減額しまして、計５億 9,３２４万 7,０００

円。主なものとしまして、個人の現年で 1,６２８万 3,０００円、法人の現年で 3,８９８万 1,０００円

の減でございます。これは大林工業団地の会社２社によりまして、約 4,０００万円の減。１社で８２３

万 5,０００円の増でございます。 

 続きまして２の固定資産税。既定額に 1,２５７万 6,０００円増額しまして、計１１億 2,３５０万 8,

０００円。現年課税分で 1,２５６万 8,０００円の増。これは土地の負担水準の低い土地に対して、調

整措置をかけたことによる増でございます。 

 ６、都市計画税。既定額に１９４万 2,０００円増額しまして、１億 1,５３９万 8,０００円。これは

固定資産税に連動して増えたものでございます。 

 次に９、地方特例交付金でございますが、既定額に９１５万 8,０００円追加しまして、計 4,３７１

万 8,０００円。これは特例交付金確定によります増でございます。 

 続きまして、１０、地方交付税。既定額から２億９４万 6,０００円減額しまして、計１０億 4,７３

３万 3,０００円でございます。この減額理由でございますが、基準財政収入額に１７年度の法人町民税

の数値を用います。１７年度法人税が非常によかったわけでございまして、それに国で定められた率を

かけまして、基準財政収入額を算定いたします。また、１８年度の個人住民税の伸び、所得譲与税の伸

び、三位一体改革に伴う税源移譲ということで、２億 3,９８１万 2,０００円、１4.５％収入額の方で

増になっております。 

 一方、基準財政需用額については、算定基礎の一部となる人口が、平成１７年度国調で５％あまり増

加したにもかかわらず、単位費用の切り下げ、0.６％減少したことによります。 

 次に分担金及び負担金でございますが、既定額に３４万 4,０００円追加しまして、計 1,８６７万 3,

０００円。これにつきましては、軽井沢町、御代田町、小諸市で行っています廃棄物共同事業負担金の、

２市町から負担していただく額でございます。 

 １３、使用料及び手数料、項の使用料でございますが、既定額に２万 4,０００円追加しまして、計１

億 7,０３３万 4,０００円。これは駐車場使用料、駅前駐車場使用料の滞納繰越分でございます。 

 次に款１４、国庫支出金。項２、国庫補助金。既定額から 1,９６０万円減額しまして、計７８０万

6,０００円。これにつきましては、住宅費の家賃対策補助金の国庫補助金があるわけでございますが、

三位一体改革によりまして１８年度より所得譲与税に算入されることになりまして、全額減額でござい

ます。 

 次に、県支出金、項２、県補助金。既定額に４９万 1,０００円補正しまして、計 7,４８１万円。こ

れにつきましては、増えたものとして、団体営調査設計補助８０万 6,０００円。雪窓湖周辺の整備でご

ざいます。減ったものとして、コモンズ交通システムの補助、元気な学校林プロジェクトで２０万円の

減でございます。 

 次に項３、委託金。既定額に３万 4,０００円減額しまして、計 2,３２３万 7,０００円。学校基本調

査、事業所統計の確定によるものでございます。 

 １８、繰入金。項１、特別会計繰入金。既定額に１３８万円増額しまして、計１３８万 3,０００円。

これは介護保険特別会計からの繰入金でございます。 

 次に３ページをお出し願いたいと思います。 
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 繰越金でございますが、既定額に３億３０５万 2,０００円追加しまして、計４億３０５万 2,０００

円でございます。これは１６年度繰越金が４億 2,７２０万 2,０００円ありましたが、繰越明許費とし

て 2,４１５万円、計、差し引きまして４億 3,００５万 2,０００円ありましたが、当初予算で 1,０００

万円計上してあるために、３億３０５万 2,０００円の増額補正でございます。 

 ２０、諸収入。項４、雑入。３６万 4,０００円を追加しまして、計 4,９５９万 7,０００円。森林基

本事業交付金で２０万円、消防団員退職報償金関係で１６万 4,０００円でございます。 

 町債。既定額から４０万円減額しまして、１億 9,９６０万円でございます。補正前の額、４６億 9,

０１６万 2,０００円に 8,５６５万 3,０００円増額しまして、計４７億 7,５８１万 5,０００円でござい

ます。 

 続きまして４ページの歳出をお願いしたいと思います。 

 款１、議会費。項１、議会費ですが、既定額に６万円補正しまして、計 7,５０９万 7,０００円。人

件費でございます。 

 ２、総務費。項１、総務管理費。既定額から１６５万 1,０００円減額しまして、計４億 9,７７２万

6,０００円。増えたものとしまして、５０周年記念事業関係で約１３０万円。減ったものとして、人件

費、人事異動でございますが、４７９万 4,０００円。また、例規集、各課、課の変更とか条例等の改正

で印刷製本費が伸びまして２２０万円の増でございます。 

 次に項２、徴税費。既定額から６９８万円減額しまして、計 8,９５５万 6,０００円。これにつきま

しては、課長１名減。人件費の減でございます。 

 続きまして款５、統計調査費。既定額から３万 5,０００円減額しまして８２万 8,０００円。諸統計、

歳入の確定による支出の調整でございます。 

 次に款３、項１、社会福祉費。既定額から３４万 5,０００円減額しまして６億 3,７２９万 3,０００

円。これにつきましては人件費でございます。 

 次に２、児童福祉費。既定額に１１万 3,０００円増額しまして４億 1,９０４万 1,０００円。これに

つきましては、児童館の施設修繕、駐輪場解体工事等でございます。 

 続きまして衛生費の項１、保健衛生費。既定額から３９８万円減額しまして１億 3,２５１万円です。

これにつきましては、医薬材料費で５３万円、予防接種医師委託で２２万 4,０００円、ＪＡの基本健診

補助ということで６０万 3,０００円、施設修繕、保健センターでございますが３１万 8,０００円の増、

減額は人件費の減で５６９万 1,０００円でございます。 

 次に清掃費。既定額に４９万 5,０００円増額しまして２億 7,６４７万 2,０００円でございます。こ

れは先ほど入の方で説明しましたが、苗畑関係のかかる旅費、消耗品等でございます。 

 次に款６、農林水産業費。項１、農業費。既定額から２２４万 7,０００円減額しまして 6,０２５万

2,０００円。これにつきましては、増えたものとして有孔ポリ管の原材料支給、有害鳥獣対策補助、減

ったものとして人件費で２５０万円でございます。 

 次に、林業費。既定額から２０万円減額しまして、1,５２６万 7,０００円。これは森林整備事業補助

金の減による支出の減でございます。 

 次に農地費。既定額から２０１万 7,０００円減額しまして計１億６６万 4,０００円。増えたものと

しまして、県営畑地総合整備事業負担金。これは草越地区の町道舗装、側溝改良等で７１２万 5,０００

円。団体営調査設計で１２８万 1,０００円、人件費で 1,０６７万円の減でございます。 

 次に商工費。既定額に１９万 1,０００円増加しまして、計 8,９２０万 8,０００円。これにつきまし

ては、お座敷列車を計画していまして、そこに伴う旅費でございます。 
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 次に款８、土木費。項４、都市計画費。既定額から 3,７１２万 8,０００円減額しまして、計１億 9,

４９３万 5,０００円。これにつきましては下水道事業特別会計繰出金の減でございます。下水道事業の

繋ぎ込み増により、使用料が増によります。よって、一般会計からの繰出金の減でございます。 

 次に住宅費。既定額に４１万 3,０００円増額しまして、計 1,５７８万 6,０００円。人件費でござい

ます。９の消防費でございますが、既定額から１８１万 8,０００円減額しまして、計２億 3,６７１万

8,０００円。退職団員退職報償金が１６万 4,０００円。これが増えておりますが、佐久広域本部費の負

担金、１７万 9,０００円。消防署費、１１１万 8,０００円の減が主なものでございます。 

 款１０、教育総務費。既定額に 1,８０５万 3,０００円追加しまして、計１億 1,４６４万 8,０００円。

これは人事異動による人件費、こども課に１名増、それと学校教育に１名増の関係の人件費でございま

す。 

 ２、小学校費。既定額に３５１万 4,０００円追加しまして、計１億９９８万 9,０００円。北小体育

館及び南小体育館の耐震診断によるものが主な増で、あと人件費で３１２万 7,０００円減額でございま

す。 

 中学校費、既定額に４４万 1,０００円追加しまして、計１億 7,４４３万 1,０００円。人事異動によ

る事件費の増でございます。 

 ４の社会教育費。既定額から１９万 4,０００円減額しまして、計１億 1,２６７万 8,０００円。これ

につきましても人事異動による人件費の減でございます。 

 次に、保健体育費。既定額から３２万 4,０００円減額しまして、計 4,８８８万 5,０００円。人事異

動に伴う人件費の減でございます。 

 １１、災害復旧費。項２、公共土木施設災害復旧費。既定額に３９０万円増額しまして、計４８５万

8,０００円。過日の雨の災害による小災害ということで、３９０万円でございます。 

 予備費につきましては、歳入歳出調整しまして、既定額に１億 1,５３９万 2,０００円補正しまして、

計１億 5,４０３万 3,０００円。 

 歳出合計、４６億 9,０１６万 2,０００円に 8,５６５万 3,０００円追加しまして、計４７億 7,５８１

万 5,０００円でございます。 

 続きまして６、第２表地方債の補正でございますが、変更で臨時財政対策債、２億円借入予定が４０

万円減になりまして１億 9,９６０万円、起債の方法、利率、償還方法等は補正前と同じでございます。

この臨時財政対策債でございますが、地方交付税の算定配分額に不足が生じた場合、本来国が起債を起

こし、赤字国債と言っていますが、起債を起こし、地方に交付税として配分していましたが、平成１３

年度よりその不足分については地方公共団体が臨時対策債を起こして借入をするというものでござい

ます。なお、その借入の元利償還金の１００％が後年度地方交付税に算入されます。 

 以上で一般会計の補正の説明を終わります。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２２ 議案第７２号 平成１８年度御代田財産区特別会計 

                           補正予算案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２２ 議案第７２号 平成１８年度御代田財産区特別会計補正予算案に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長 古越敏男君。 
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          （企画財政課長  古越敏男君  登壇） 

〇企画財政課長（古越敏男君） それでは議案書の４７ページをお願いしたいと思います。 

 議案第７２号 平成１８年度御代田財産区特別会計補正予算案について、説明いたします。 

 予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

 平成１８年度御代田財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入・歳出予算の補正第１条、既定の歳入・歳出予算の総額に、歳入、歳出、それぞれ１億 1,３２９

万円を追加し、歳入・歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ１億 2,６５１万 1,０００円とするも

のでございます。 

 ２、歳入・歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入・歳出予算の金

額は、第１表歳入・歳出予算補正による。 

 １ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１表歳入・歳出予算の補正でございます。 

 歳入。款１、財産収入。項１、財産売り払い収入。補正前の額に１億 1,７３２万 9,０００円を追加

しまして、計１億 1,７３３万円。これにつきましては、大字御代田字大林４１０７番地の１、山林 7,

２３５平米のうち、場所は中央病院の西側、ダイヨウ、雪窓保育園の北側の土地でございます。シチズ

ン時計から駐車場用地としての売却申請がございまして、約 1,５７０平米、坪、４７５坪。また、中央

記念病院から駐車場としての売却申請がございまして、約 4,９００平米、1,４８２坪を売却予定でござ

います。坪単価につきましては、立木の無い場所については坪５万 5,０００円。立木のある場所につい

ては６万 5,０００円ということで、財産管理会で８月２５日同意を得ているところでございます。 

 続きまして３ページの歳出をお願いしたいと思います。 

 款１、総務費。項１、総務管理費。既定額に１億 1,３２０万円追加しまして、計１億 2,６２６万 6,

０００円。これにつきましては、売却予定地の分筆登記手数料及び売却益を財政調整基金に１億 1,３０

０万円積み立てるものでございます。 

 ２、予備費でございますが、歳入、歳出、調整しまして、既定額に９万円増額しまして、２４万 5,

０００円。補正前の額 1,３２２万 1,０００円に１億 1,３２９万円補正しまして、計１億 2,６５１万 1,

０００円でございます。以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２３ 議案第７３号 平成１８年度小沼地区財産管理特別会計 

                        補正予算案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２３ 議案第７３号 平成１８年度小沼地区財産管理特別会計補正予算

案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長 古越敏男君。 

          （企画財政課長  古越敏男君  登壇） 

〇企画財政課長（古越敏男君） では議案書の４８ページをお出し願いたいと思います。 議案第７３

号 平成１８年度小沼地区財産管理特別会計補正予算案について、ご説明いたします。 

 予算書の１ページをお出し願いたいと思います。 

 平成１８年度小沼地区財産管理特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入・歳出予算の補正第１条、既定の歳入・歳出予算の総額から、歳入、歳出、それぞれ１９０万 9,
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０００円を減額し、歳入・歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ５４６万 1,０００円とする。 

 ２、歳入・歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入・歳出予算の金

額は、第１表歳入・歳出予算補正による。 

 これにつきましては、平成１８年８月２５日、小沼地区財産管理委員会で同意を得ているところでご

ざいます。それでは２ページをお願いしたいと思います。 

 第１表歳入・歳出予算の補正。歳入。 

 款１、繰入金。項１、基金繰入金。既定額に４０万円増額しまして３７０万円、財政調整基金の繰入

でございます。 

 款３、繰越金。項１、繰越金。３３万 6,０００円。前年度繰越金でございます。 

 款４、諸収入。項２、雑入。既定額から２０万円減額しまして 1,０００円でございます。 

 款５、県支出金。項１、県補助金。既定額から２４４万 5,０００円減額しまして、１３８万 5,００

０円。 

 歳入、補正前の額７３７万円から、１９０万 9,０００円減額しまして、計５４６万 1,０００円でご

ざいます。 

 この小沼地区財産会計の補正予算でございますが、これは６月議会にお願いして補正を上げたわけで

ございますが、昭和６０年に浅間山国有林内１２ヘクタールについて、長野営林局長と町長で分収造林

設定を行い、本年植林２０年目でございます。また、間伐の年であり、本年６月補正予算をお認めいた

だきまして７月に県の補助申請をしたところでございます。間伐材の売却収入を国が３０％、町が７

０％配分することになっていますが、国庫補助をしたものを国が受けるには補助対象にならないとの指

摘を受け、間伐材を売らずに切り倒して整理し、搬出しなくなった、そのために委託料が減額になるも

のでございます。 

 次に３ページ、歳出をお願いいたします。 

 歳出、款１、総務費。項１、総務管理費。既定額から１９６万 5,０００円減額しまして、計５３６万

4,０００円。森林造成事業委託料の減。間伐材を搬出しないことにより、委託料の減でございます。 

 予備費でございますが、歳入歳出調整しまして、既定額に５万 6,０００円補正しまして、計９万 7,

０００円。補正前の額７３７万円から１９０万 9,０００円減額しまして、計５４６万 1,０００円でご

ざいます。以上でございます。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２４ 議案第７４号 平成１８年度御代田町国民健康保険 

                事業勘定特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２４ 議案第７４号 平成１８年度御代田町国民健康保険事業勘定特別

会計補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長 南沢一人君。 

           （町民課長  南沢一人君  登壇） 

〇町民課長（南沢一人君） ４９ページをお願いします。 

 議案第７４号 平成１８年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算案についてでありま

す。 

 予算書の１ページをお願いしたいと思います。 
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 平成１８年度御代田町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 第１条でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額に、歳入、歳出、それぞれ 3,７３８万 2,０００

円を追加し、歳入・歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ１２億 1,６９８万 9,０００円とするも

のであります。 

 ２ページをお願いします。 

 最初にですが、国保税についてでありますが、当初農業所得の落ち込みにより、税に大きな影響が出

ると心配したわけでありますが、当初予算では農業所得を見込んでいなかったというようなことの中で、

１８年度の国保税については、当初予算とそれほど大きな差が出なかったため、今回、今定例会には減

額の措置を予算は計上しませんでした。 

 それでは説明します。 

 歳入でありますが、款３、国庫支出金。項１、国庫負担金でありますが、1,８０９万 8,０００円の減

でありますが、これは老健拠出金、退職拠出金の確定による減額が 1,６６６万 7,０００円。それから

介護給付費納付金の確定による増額が４１万 2,０００円。高額医療費共同事業負担金の確定による減額

が１８４万 3,０００円であります。 

 項２、国庫補助金でありますが、老健拠出金、介護納付金の確定により、３３４万 6,０００円の減額

をするものであります。 

 款４、県支出金。項１、県負担金でありますが、これにつきましては高額医療費共同事業負担金の確

定による減額で、国庫負担金と同額の１８４万 3,０００円の減額です。 

 項２、県補助金でありますが、県財政調整交付金の確定による減額で、老健拠出金、介護納付金の確

定によるものであります。 

 款６、共同事業交付金でありますが、項１、共同事業交付金であります。5,５８５万 1,０００円の増

額でありますが、内訳は高額医療費共同事業交付金の確定による減額で、７３７万 3,０００円。保険財

政共同安定化事業交付金で 6,３２２万 4,０００円の増額です。この事業でありますが、１０月から施

行されるもので、県内の市町村国保間の保険料の標準化、財政の安定化を図るため、市町村国保からの

拠出金を財源として県単位で費用負担を調整することを目的とするものであります。１件当たり３０万

円を超える医療費にかかる給付費について、市町村から拠出金を出し、国保連合会より交付金として交

付するものであります。自己負担額８万円は除かれます。 

 今回、交付金として見込んだ 6,３２２万 4,０００円は、支出の保険財政共同安定化事業拠出金とし

て同額を見込んでおります。 

 項２でありますが、基金繰入金でありますが、当初予算で基金の全額を繰入金として見込みましたが、

前年度繰越金が 6,７０５万 7,０００円あったため、本年度の基金の取り崩しは行わないというもので

あります。 

 款９、繰越金でありますが、前年度繰越金 6,７０５万 7,０００円で、当初予算 1,３００万円を計上

してあるため、その差額である 5,４０５万 7,０００円を計上するものであります。 

 補正前に 3,７３８万 2,０００円を増額しまして、合計１２億 1,６９８万 9,０００円であります。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出でありますが、款１、総務費。項２、徴税費でありますが、３４万 5,０００円の増額で、これは

国保年金のシステムリース料であります。 

 款２、保険給付費。項１、療養諸費でありますが、これはそれぞれ療養費、それから項２の高額療養



 39

費につきましては、財源の変更であります。 

 款３、老人保健拠出金。項１、老人保健拠出金でありますが、4,９０２万 7,０００円の減です。内訳

は、７０歳から７５歳に引き上げた老人対象者の減によるものであります。１６年分で 2,６５２万円、

１７年度分で 2,２５０万円の減ということであります。事務費拠出金の確定により、7,０００円の減で

あります。 

 それから款４、介護納付金でありますが、項１、介護納付金。介護給付費納付金の確定により、１２

１万 3,０００円の増となるものであります。 

 款５、共同事業拠出金。項１、共同事業拠出金でありますが、5,５８５万 3,０００円の増であります

が、内訳は高額医療費共同事業拠出金で７３７万 2,０００円の減。対象人員の減による確定によるもの

であります。 

 それから保険財政共同安定化事業拠出金で 6,３２２万 5,０００円の増です。これにつきましては、

先ほど歳入の関係でご説明したとおりであります。 

 款６、保健事業であります。増減額はありませんが、委託料を５０万円減額して、備品購入費で５０

万円を増額するものであります。 

 款１０、予備費でありますが、これは 2,８９９万 8,０００円の増でありますが、これは歳入歳出の

調整であります。補正前に 3,７３８万 2,０００円の増額で、合計１２億 1,６９８万 9,０００円とする

ものであります。以上であります。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２５ 議案第７５号 平成１８年度御代田町介護保険事業勘定 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２５ 議案第７５号 平成１８年度御代田町介護保険事業勘定特別会計

補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長 南沢一人君。 

           （町民課長  南沢一人君  登壇） 

〇町民課長（南沢一人君） ５０ページをお願いします。 

 議案第７５号 平成１８年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案についてであります。 

 予算書の１ページをお願いします。 

 平成１８年度御代田町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入・歳出予算の総額に、歳入、歳出、それぞれ 1,１７２万 8,０００円を追加し、

歳入・歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ８億 5,４７９万 3,０００円とするものであります。 

 ２ページの歳入であります。 

 款９、繰越金でありますが、1,４８１万 9,０００円でありますが、これは前年度からの繰越金であり

ます。 

 款１０、諸収入でありますが、項１、サービス収入でありますが、居宅介護予防支援サービス計画収

入で、３０９万 1,０００円の減額であります。これは地域包括支援センターにおける介護予防計画作成

報酬が、当初 8,５００円で見ていたものが、国の改正により 4,０００円に減額になったため、減額す

るものであります。 

 ３ページの歳出をお願いします。 
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 款２、保険給付費でありますが、これにつきましては、増減額はありませんが、内容では居宅介護サ

ービス計画給付費で 1,３６０万円の増額ですが、同額を介護予防サービス計画給付費の減とするもので

す。これは当初１８７人、単価１万５００円であったのが、法改正により要介護１・２が１万円に、要

介護３から５が１万 3,０００円に改正されたことと、当初５０人ぐらいは要支援に回るものと見ていた

わけでありますが、これが回らなかったというものであります。 

 訪問介護、通所介護の利用者減により、介護予防サービス給付費が４６０万円の減、高額介護サービ

ス費が制度改正により自己負担額の上限額の変更により、４６０万円を増額するものであります。 

 款３、財政安定化基金拠出金でありますが、これにつきましては、４万 8,０００円の増で、拠出金の

確定による増額であります。 

 款４、地域支援事業でありますが、これは臨時職員と嘱託職員の賃金の組みかえと旅費６万 1,０００

円を増額するものであります。 

 款６、諸支出金でありますが、１７年度介護給付費国庫負担金、１７年度交付金の返還額の確定によ

るもので、７４２万 3,０００円です。 

 内訳につきましては、国庫負担金が１４７万 8,０００円、交付金が５９４万 5,０００円の返還であ

ります。 

 項２の繰出金でありますが、一般会計繰出金で２２４万 4,０００円の減額でありますが、プラン作成

報酬が先ほど言いましたが 8,５００円から 4,０００円に、法改正があったため、減額するものであり

ます。 

 款８の予備費でありますが、６４４万円の増額ですが、歳入、歳出のそれぞれの調整であります。以

上であります。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２６ 議案第７６号 平成１８年度御代田町簡易水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２６ 議案第７６号 平成１８年度御代田町簡易水道事業特別会計補正

予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長 中山秀夫君。 

          （生活環境課長  中山秀夫君  登壇） 

〇生活環境課長（中山秀夫君） 議案書５１ページをお願いいたします。 

 平成１８年度御代田簡易水道事業特別会計補正予算について説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いしたいと思います。 

 平成１８年度御代田簡易水道事業特別会計補正予算につきましては、繰越金の確定によるものでござ

います。 

 歳入、歳出、それぞれ 1,１４４万 8,０００円を追加し、歳入・歳出予算の総額を、歳入、歳出、そ

れぞれ１億 2,４０５万 1,０００円とするものでございます。 

 ２ページの歳入をご説明申し上げます。 

 款４の繰入金。基金繰入金でございますが、2,３６０万円の減でございます。これは繰越の確定によ

りまして、基金からの取り崩しをしないということで、減となってございます。 

 款５の繰越金でございますが、3,５０４万 8,０００円で、計、既定額に 1,１４４万 8,０００円をお
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願いいたしまして、計１億 2,４０５万 1,０００円としたものでございます。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出でございますが、款２、建設改良費です。建設改良費、増減はございませんが、財源の変更によ

るものでございます。 

 款４の諸支出金。基金費でございますが、７００万円を積み立てて、あとは予備費に対応するもので

ございます。 

 以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２７ 議案第７７号 平成１８年度小沼地区簡易水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２７ 議案第７７号 平成１８年度小沼地区簡易水道事業特別会計補正

予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長 中山秀夫君。 

          （生活環境課長  中山秀夫君  登壇） 

〇生活環境課長（中山秀夫君） 議案書５２ページをお願いいたします。 

 平成１８年度小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算について説明申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成１８年度小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、繰越金の確定と未登記関連事業

の完了によるものでございます。 

 歳入、歳出、それぞれ 1,４９８万 2,０００円を追加し、歳入・歳出予算の総額を歳入、歳出、それ

ぞれ１億 2,３２８万 3,０００円とするものでございます。２ページの歳入を説明申し上げます。 

 款５の繰越金。繰越金で 1,４９８万 2,０００円をお願いするものでございます。 

 ３ページの歳出をお願いいたします。 

 歳出でございますが、款１の経営管理費。総務費で９６万 2,０００円を減額するということで、これ

につきましては、乗瀬配水池の難行しておりました未登記事務が完了したということで、事業費の不用

額の減額でございます。 

 款４の諸支出金。項１の基金費でございまして、1,４００万円を積み立てるものでございます。予備

費はその調整をしたものでございます。計、既定額に 1,４９８万 2,０００円をお願いしまして、１億

2,３２８万 3,０００円としたものでございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２８ 議案第７８号 平成１８年度御代田町公共下水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２８ 議案第７８号 平成１８年度御代田町公共下水道事業特別会計補

正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長 中山秀夫君。 

          （生活環境課長  中山秀夫君  登壇） 
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〇生活環境課長（中山秀夫君） 予算書５３ページをお願いいたします。 

 平成１８年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算につきまして説明申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成１８年度御代田町の公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、接続件数等の増加に伴いま

して、有収水量の増と交付金事業の追加、補正及び繰越金の確定によるものでございまして、歳入、歳

出、それぞれ４２万 4,０００円を減額し、歳入・歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ１０億 8,

５９６万 2,０００円とするものでございます。 

 ２ページの歳入でございますが、款２、使用料及び手数料。項の使用料でございますが、2,８０１円

の補正をお願いするもので、これは接続件数が増加したことによりましてお願いするものでございます。 

 款３の国庫支出金。国庫補助金でございますが、2,０００万円の増額をお願いするものです。 

 款４の繰入金。3,７１２万 8,０００円の減額でございまして、これは接続件数が増加に伴いまして、

使用料が増収したということから、一般会計からの繰入金の減ということでございます。 

 款５の繰越金。繰越金で４５０万 3,０００円をお願いするものです。 

 町債でございますが、1,５８０万円の減で交付金が増額となったことによりまして、町債を減額した

ものでございます。計、既定額から４２万 4,０００円を減額いたしまして、１０億 8,５９６万 2,００

０円としたものでございます。 

 ３ページの歳出をお願いいたします。 

 款１、土木費の都市計画費でございますが、４２万 4,０００円の減額をお願いするものです。これは

管路の施工の工事費と、それから人事管理費の減でございます。 

 公債費でございますが、０ですが、財源変更ということで、計、既定額から４２万 4,０００円を減額

し、１０億 8,５９６万 2,０００円となったものでございます。 

 ４ページの地方債の補正でございますが、起債の目的、公共下水道事業は既定額が３億 5,２００万円

を補正では３億 3,５２０万円とし、また資本費の平準化債で 3,６００万円を 3,７００万円とするもの

で、起債の方法、利率、償還方法につきましては、補正前に同じでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（土屋 実君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

－－－日程第２９ 陳情第１２号 ＷＴＯ農業交渉対策に関する陳情について－－－ 

－－－日程第３０ 陳情第１３号 「集配局の廃止再編計画に反対する意見書」 

                       採択に関する陳情について－－－ 

〇議長（土屋 実君） 日程第２９ 陳情第１２号 ＷＴＯ農業交渉対策に関する陳情について、日程

第３０ 陳情第１３号 「集配局の廃止再編計画に反対する意見書」採択に関する陳情については、今

定例会に提出され、受理いたしました。 

 これについては質疑終了後、所管委員会に付託する予定であります。 

 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 なお、３時３０分より、全員協議会を開催しますので、大会議室に集合してください。 

                        散 会 午後 ３時０３分 


